
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 大気汚染の現況 

 高度経済成長期には特に石油系燃料消費量

が増大したため大気汚染が急速に進行しまし

たが、昭和 40年代に｢公害対策基本法｣や｢大

気汚染防止法｣が成立し、工場や事業場におけ

る大気汚染防止対策が着実に進展しました。

また、自動車排出ガス対策として大気汚染防

止法に基づく単体規制（いわゆる排ガス規制）

の強化が行われたことから、県内の大気汚染

の状況は大きく改善されました。昭和 50年代

後半から、都市圏では人口の集中や自動車交

通量の増加などにより大気汚染は横ばいの状

況で推移しています。また、光化学オキシダ

ントについては、近年微増の傾向にあります。 

⑴ 監視測定体制 

 県内の大気汚染の状況を把握するため、県

内 14市町の 58か所の常時監視局において自 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
動連続測定機による常時測定を行っています。 

この常時監視データは、テレメータシステ

ム(遠隔監視装置) により、県保健環境研究所

（中央監視局）及び県庁（環境保全課監視室）

に送信され監視されています。 

なお、常時測定を実施していない地域につ

いては、必要に応じて、大気環境測定車によ

り調査をしています｡ 

 大気汚染は気象条件にも大きく影響される

ことから、福岡管区気象台大気汚染気象セン

ターから 1日 2回、大気汚染気象予報の提供

を受けています。これと常時監視データから、

大気汚染状況が悪化し人の健康や生活環境に

被害が生じるおそれがあると判断される場合

には、関係機関に対して情報を提供し、緊急

時の措置を講じることとしています｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 生活環境の現況と対策 

第１節 大気汚染 

【環境保全課】

〔大気汚染防止法〕

工場や事業場に起因する大気汚染は大きく改善されましたが、都市化の進展や自動車保有

台数の増加などを背景として、都市生活型の環境問題への取組が重要になってきました。 

大気汚染防止対策を進める上で、大気汚染の状況を把握する必要があるため、常時監視測

定局を整備して測定を行っています。また、自動車排出ガス対策や工場・事業場の監視指導

を行っています。 
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県測定局 県測定車

福　　　　岡　　　　県　　　　保　　　　健　　　　環　　　　境　　　　研　　　　究　　　　所

福 岡 県 環 境 部 環 境 保 全 課

大牟田市測定局

大牟田市役所北九州市役所 福岡市役所 久留米市役所

テ レ メ ー タ ー シ ス テ ム に よ る 測  定 デ ー タ の 流 れ

北九州市測定局 福岡市測定局 久留米市測定局

テレメーターシステムによる測定データの流れ

生
活
環
境

（
大
気
汚
染
）
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大気汚染常時監視測定局配置図 

 
 
 

大気汚染常時監視測定局一覧表（平成23年度） 

設置主体
1 苅田 5 筑後小郡 9 太宰府 10 香春高野
2 豊前 6 柳川
3 田川 7 糸島
4 直方 8 宗像
1 門司 6 曽根 11 黒崎 15 門司
2 松ヶ江 7 企救丘 12 塔野 16 三萩野
3 小倉 8 若松 13 戸畑 17 室町
4 北九州 9 江川 14 門司港 18 西本町
5 城野 10 八幡 19 黒崎
1 市役所 4 南 7 香椎 9 天神 12 別府橋 15 今宿
2 祖原 5 東 8 元岡 10 千鳥橋 13 比恵 16 新西
3 吉塚 6 長尾 11 西新 14 大橋
1 国設大牟田 4 七浦 7 勝立 8 上内
2 三川 5 八本 9 不知火
3 新地 6 橘
1 えーるピア 3 久留米城南
2 安武小学校 4 田主丸中

久留米市
（　　　印）

一

６

７

１

２
５

３
４

８
９

豊前市

１

苅田町

２

香春町

３

田川市

４

直方市

北九州市
８

宗像市

福岡市

太宰府

７

１

５
３

９
２

８

４
６

糸島市

７

９

大牟田

５

２
１

久留米市

６

柳川市

小郡市

３
４

⑧
⑥

⑦

③①⑤
⑨④

②

49-B

設置主体
1 苅田 5 筑後小郡 9 太宰府 10 香春高野
2 豊前 6 柳川
3 田川 7 糸島
4 直方 8 宗像
1 門司 6 曽根 11 黒崎 15 門司
2 松ヶ江 7 企救丘 12 塔野 16 三萩野
3 小倉 8 若松 13 戸畑 17 室町
4 北九州 9 江川 14 門司港 18 西本町

崎黒91幡八01野城5
1 市役所 4 南 7 香椎 9 天神 12 別府橋 15 今宿
2 祖原 5 東 8 元岡 10 千鳥橋 13 比恵 16 新西

橋大41新西11尾長6塚吉3
1 国設大牟田 4 七浦 7 勝立 8 上内

火知不9本八5川三2
3 新地 6 橘
1 えーるピア 3 久留米城南
2 安武小学校 4 田主丸中

久留米市
（　　　印）

一般環境大気測定局(一般局） 自動車排出ガス測定局（自排局）

福岡県
（　　　印）

北九州市
（　　　印）

福岡市
（　　　印）

大牟田市
（　　　印）

－ 38 － － 39 －



 

大気汚染常時監視測定局別測定項目一覧 
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ア　一般環境大気測定局 イ　自動車排出ガス測定局

SO２ NO2 CO SPM Ox PM2.5 NMHC T-HC
風向
風速

温度 湿度 その他 SO２ NO２ CO SPM Ox PM2.5 NMHC T-HC
風向
風速

交通
量

門司観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 三萩野測定所 ○ ○ ○ ○ ○

小倉観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 室町測定所 ○ ○ ○

城野観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 黒崎測定所 ○ ○ ○

若松観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 門司測定所 ○ ○ ○

八幡観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 西本町測定所 ○ ○ ○

黒崎観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 大 橋 ○ ○ ○

戸畑観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 天 神 ○ ○ ○ ○ ○ ○

北九州観測局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 千 鳥 橋 ○ ○ ○ ○

曽根観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 西 新 ○ ○

塔野観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 別 府 橋 ○ ○

松ヶ江観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 比 恵 ○ ○

企救丘観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 今 宿 ○ ○

江川観測局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新 西 ○ ○ ○ ○ ○

門司港観測局 ○ ○ ○ ○ ○ 不 知 火 ○ ○ ○ ○ ○

市 役 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上 内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

祖 原 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 香春 香 春 高 野 ○ ○ ○ ○

吉 塚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 16 9 16 1 2 5 5 3 1

南 ○ ○ ○ ○

東 ○ ○ ○ ○

長 尾 ○ ○ ○ ○ 一般環境大気測定局

香 椎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13市町 42局

元 岡 ○ ○ ○ ○ ○ 自動車排出ガス測定局

国設大牟田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4市町 16局

三 川 ○ ○ ○ ○ ○ 計 14市町  58局

新 地 ○ ○ ○ ○

七 浦 ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 本 ○ ○ ○ ※　測定項目

橘 ○ ○ ○ ○ ○ SO２　：二酸化硫黄

勝 立 ○ ○ ○ ○ ○ NO２　：二酸化窒素

素炭化酸一：　 OC○○○○○田苅田苅

質物状子粒遊浮：  MPS○○○○○前豊前豊

トンダシキオ学化光： 　xO○○○○○川田川田

直方 直 方 ○ ○ ○ ○ ○ PM2.5　：微小粒子状物質

小郡 筑 後 小 郡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ NMHC ：非メタン炭化水素

）素水化炭ンタメ非び及ンタメ(素水化炭全： CH-T○○○○○川柳川柳

糸島 糸 島 ○ ○ ○ ○ ○

宗像 宗 像 ○ ○ ○ ○ ○

太宰府 太 宰 府 ○ ○ ○ ○ ○

えーるピア久留米 ○ ○ ○ ○ ○

安武小学校 ○ ○ ○

久留米城南 ○ ○ ○ ○ ○

田主丸中学校 ○ ○ ○

35 38 2 42 40 6 7 7 42 4 4 4

※福岡市の元岡局のPM2.5については，環境省のモニタリング試行事業による設置

測定局数

市
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測　　定　　項　　目
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米
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岡
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⑵ 環境基準達成状況 

 二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素は全

測定局で環境基準※を達成していますが、浮

遊粒子状物質は一局を除き、残りの全ての測

定局において環境基準未達成となっています。

平成 23 年度より測定を開始した微小粒子状

物質は、全ての測定局で環境基準未達成とな

っています。 

浮遊粒子状物質は、気象現象等の影響を受

けるため、毎年環境基準適合率が大きく変化

します。また、光化学オキシダントは全国的

に環境基準達成率が低く、福岡県においても

全測定局で環境基準未達成となっています。 

 

  

大気汚染常時監視測定局の環境基準達成状況（適合局数／測定局数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  備考１：有効測定項目(年間測定時間数が 6,000 時間以上の測定項目) について集計しています。ただし、光化

学オキシダントの項目は除きます｡ 

備考２：環境基準の評価方法は、光化学オキシダントについては短期的評価（1時間値が 0.06ppm以下）により

評価しています。二酸化窒素については、1日平均値の年間 98％値 (年間における 1日平均値のうち、

低い方から 98％に相当する値が 0.06ppm を超えない値) により評価しています。また、他の項目につ

いては、1日平均値の長期的評価により評価することとなっています｡  

長期的評価とは、1日平均値の高い方から 2％の範囲にあるものを除外して評価することをいいます 

(長期的評価による環境基準は二酸化硫黄は 0.04ppm、一酸化炭素は 10ppm、浮遊粒子状物質は 0.1mg/m
３

微小粒子状物質は 35μg/m 3以下)。ただし、 2％の範囲にあって、 1日平均値につき環境基準を 2日以

上連続して超えた場合は除外しないこととなっています。 

 
ア 二酸化硫黄（SO2） 

 二酸化硫黄は、石油や石炭などの燃料中に

含まれる硫黄分の燃焼により発生します。石

油の消費拡大に伴い排出量が増加しましたが、

環境基準の設定や排出規制の強化により、低

硫黄燃料への転換や脱硫装置の設置が進み、

現在、環境基準を達成しています。 

 県内 13市町 36測定局（一般局 35、自排局

１）で常時監視を行っており、全局で環境基

準（長期的評価）を達成しています。 

 過去10年間、継続測定している局の地域別年

平均値は、各地域とも低濃度で推移しています。 

二酸化硫黄濃度経年変化（一般局） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注）過去 10年間、継続測定している局の年平均値 

 ※環境基準：環境基本法に基づき政府が設定するもので、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望まし
い基準値。大気、水質、騒音、土壌汚染、ダイオキシン類について定められています。 

51-A

○ 大気汚染常時監視測定局の環境基準達成状況（適合局数／測定局数、平成23年度）

局区分 項目

二酸化硫黄 14 / 14 3 / 3 7 / 7 2 / 2 9 / 9 35 / 35 100 %

二酸化窒素 14 / 14 8 / 8 4 / 4 2 / 2 9 / 9 37 / 37 100 %

一酸化炭素 1 / 1 - 1 / 1 - - 2 / 2 100 %

浮遊粒子状物質 0 / 14 0 / 8 0 / 7 0 / 4 0 / 9 0 / 42 0 %

光化学オキシダント 0 / 14 0 / 8 0 / 5 0 / 4 0 / 9 0 / 40 0 %

微小粒子状物質 0 / 1 0 / 2 - - - 0 / 3 0 %

二酸化硫黄 - 1 / 1 - - - 1 / 1 100 %

二酸化窒素 5 / 5 8 / 8 2 / 2 - 1 / 1 16 / 16 100 %

一酸化炭素 5 / 5 1 / 1 2 / 2 - 1 / 1 9 / 9 100 %

浮遊粒子状物質 0 / 5 1 / 8 0 / 2 - 0 / 1 1 / 16 6 %

光化学オキシダント - 0 / 1 - - - 0 / 1 0 %

微小粒子状物質 - 0 / 1 - - - 0 / 1 0 %

自動車排出
ガス測定局

適合率北九州市 福岡市

一般環境
大気測定局

大牟田市 久留米市 全　般その他

51-B

＜環境基準　0.04ppm以下＞

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

（年度）

[ppm]

北九州市（14局）

福岡市　　（3局）

大牟田市（7局）

久留米市（1局）

苅田町 　（1局）

大気汚染常時監視測定局の環境基準達成状況（適合局数／測定局数、平成 23 年度）

－ 40 － － 41 －



イ 二酸化窒素（NO2） 

 二酸化窒素は、主に石油や石炭などの燃料

の燃焼に伴い発生し、工場や事業場のばい煙

発生施設及び自動車等から排出されます。 

 県内 14 市町 54 測定局（一般局 38、自排局

16）で常時測定を行っており、全測定局で環

境基準（長期的評価）を達成しています｡ 

 なお、過去 10 年間、継続測定している局の

地域別年平均値は、大都市域で緩やかな改善

傾向が見られます。 

ウ 一酸化炭素（CO） 

 一酸化炭素は、主に自動車から排出される

ため、自動車交通量の多い沿道で測定してい

ます｡ 

 県内 4 市町 11 測定局（一般局 2 、自排局 9 ）

で常時測定を行っており、全測定局で環境基

準を達成しています。 

 また、過去 10 年間、継続測定している自排

局における地域別年平均値は各地域とも低い

濃度で推移しており、北九州市では緩やかな

改善傾向が見られます｡ 

エ 浮遊粒子状物質 

 大気中の粒子状物質は、工場や事業場のば

い煙発生施設や粉じん発生施設から排出され

るばいじん及び粉じん、自動車から排出され

る黒煙、自動車の走行による道路上の粉じん

飛散粒子、黄砂や火山活動等の自然現象によ

るものなど多種多様であり、浮遊粒子状物質

と降下ばいじんに大別されます。 

 浮遊粒子状物質は、浮遊している粉じんの

うち粒径が 10 マイクロメートル以下の細か

い粒子で大気中に比較的長時間滞留していま

す。 

 県内 14 市町 58 測定局（一般局 42、自排局

16）で常時測定を行っており、１局を除く全

ての測定局で環境基準未達成です。環境基準

超過の原因は、黄砂飛来によるものと推定さ

れます。 

 

 
二酸化窒素濃度経年変化（一般局） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）過去 10 年間、継続測定している局の年平均値  

 
二酸化窒素濃度経年変化（自排局） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）過去 10 年間、継続測定している局の年平均値 

 
一酸化炭素濃度経年変化（自排局） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）過去 10 年間、継続測定している局の年平均値 

 
 

52-A

＜環境基準　0.06ppm以下＞

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
（年度）

[ppm]
北九州市（14局）

福岡市　 （8局）

大牟田市（3局）

久留米市（1局）

苅田町 　（１局）

52-B

＜環境基準　0.06ppm以下＞

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
（年度）

[ppm] 北九州市（5局）

福岡市 　（8局）

大牟田市（2局）

香春町　 （1局）

52-C

＜環境基準　10ppm以下＞
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 なお、環境基準達成状況は黄砂等の気象現

象の影響を受け、大きく変動します。 

 環境省では、黄砂の実態解明のための調査

を自治体と協力して平成 14 年度から全国で

開始し、本県もその調査に参加しています。 

オ 光化学オキシダント 

 光化学オキシダントは全国のほとんどの測

定局（平成 22 年度、一般局 100％、自排局

100％）で環境基準を達成できない状態が続い

ており、福岡県においても県内 13 市町 41 測

定局（一般局 40、自排局１）で測定していま

すが、平成 23 年度においても全局で環境基準

のトンダシキオ学化光（。んせまいてし成達を

環境基準は、昼間の１時間ごとの濃度（１時

間値）で評価するため、１年のうち１時間で

も超えると環境基準未達成となります。なお、

昼間の時間の約 94％は基準を達成していま

す。） 

 光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭化

水素が大気中で太陽の紫外線により光化学反

応を起こすことにより、二次的に生成される

オゾンを主体とした酸化性物質の総称です。

濃度が高くなると、目がチカチカする、のど

が痛くなるなどの影響が出ることがあるため、

県（北九州市の区域においては市）では一定

濃度以上になると「光化学オキシダント注意

報」を発令し、注意を呼びかけています。注

意報の発令状況は表のとおりで、10 年ぶりの

発令となった平成19年度から3年連続で発令

する事態となっています。 平成22年度以降

も光化学オキシダントは高濃度で推移し、平

成 24 年 5 月には 3 年ぶりに注意報を発令しま

した。  

カ 微小粒子状物質（PM2.5） 

 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒

子状物質であって、粒径が 2.5μｍ以下の粒

子で、平成21年9月に環境基準が設定されま

した。PM2.5 と言われています。 

平成 23 年度から測定体制の整備を行い、平

成 23 年度末現在、県内 3 市 8 測定局（一般局 

浮遊粒子状物質濃度経年変化（一般局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）過去 10 年間、継続測定している局の年平均値 

 

浮遊粒子状物質濃度経年変化（自排局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）過去 10 年間、継続測定している局の年平均値 

 

近年の光化学オキシダント注意報発令状況 
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6、自排局 2）でPM2.5の常時測定を行っていま

す。このうち有効測定局※である 2市 4測定

局の全てで環境基準が未達成です。  

今後、測定体制の整備を進め、県内全域で

PM2.5の常時監視を行います。  

キ 炭化水素 

 炭化水素は、自動車や有機溶剤使用工場、

ガソリンスタンド等多種多様な発生源から排

出され、主に地球温暖化に関与するメタンと

光化学オキシダント生成に関与する非メタン

炭化水素とに大別されます。 

 県内 4市12 測定局 ( 一般局 7、自排局 5）

でメタンと非メタン炭化水素について常時測

定を行っています。 

 過去 10年間、継続測定している局の全炭化

水素濃度の地域別年平均値の経年変化は、ほ

ぼ横ばい状況で推移しています。 

 また、非メタン炭化水素については、光化

学オキシダント生成防止濃度レベルとして国

の中央環境審議会で答申された指針値（ 6時

から 9時までの 3時間平均値が 0.20～0.31

ppmＣ以下が適当）を超過した日数の経年変化

に改善傾向が見られます。なお、平成 18年度

から炭化水素を含む揮発性有機化合物(ＶＯＣ） 

の排出規制を行っています。  

ク 有害大気汚染物質 

 大気中の濃度が低濃度であっても、人が長

期的に暴露した場合に健康影響が懸念される

有害大気汚染物質について、平成 9年度から

モニタリング調査を実施しています。 

 このうち、環境基準が設定されているベン

ゼン等 4物質の測定結果は、全測定地点にお

いて環境基準を達成しています。 

 また、環境中の有害大気汚染物質による健

康リスクの低減を図るための指標となる数値

（指針値）が設定されているアクリロニトリ

ル等 7物質の測定結果は、全地点において指

針値以下でした。 

 
光化学オキシダントの昼間 0.06ppmを超えた 

時間数割合経年変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注) 各地域内の測定局の年平均値 

 
全炭化水素濃度経年変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）過去 10年間、継続測定している局の年平均値  

 
非メタン炭化水素の 6～ 9時の 3時間平均値が 

0.31ppmCを超えた日数割合経年変化  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）過去 10年間、継続測定している局の年平均値  

（注）福岡市（自排局 2局）については、平成 20年度  

の天神局が欠測。
 

※有効測定局：年間 6,000時間以上測定した測定局
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ベンゼン等 4物質の環境基準達成状況（適合局数／測定局数、平成 23年度） 

 
 
 
 
 

 
アクリロニトリル等７物質の指針値適合状況（適合局数／測定局数、平成 23年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 大気汚染防止対策 

 大気汚染防止法や福岡県公害防止等生活環

境の保全に関する条例等に基づき、ばい煙等

の発生源である工場・事業場の監視指導を行

っているほか、自動車排出ガス対策を進めて

います。 

 オゾン層破壊や酸性雨など地球規模で拡が

る環境問題は国際協力による早期解決が求め

られており、県ではオゾン層保護のためにフ

ロン回収・破壊法に基づきフロン類の適正な

回収・破壊を推進するとともに、酸性雨の実

態把握や植物など生態系への影響について調

査しています。 

 また、アスベストについては、健康被害者

からの認定申請及び給付請求等の受付や相談

業務を行うとともに、健康被害者の迅速な救

済を目的として創設された石綿健康被害救済

基金への拠出を平成 19 年度から行っていま

す。 

⑴ 工場・事業場対策 

 大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設、

一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出施設を、 

 

新設、構造変更等する場合は、県知事等への

事前届出が必要です。 

 ばい煙発生施設は、ボイラー、廃棄物焼却

炉など 32 種類が規定され、ばい煙の排出基準

の遵守義務があります。 

 一般粉じん発生施設は、堆積場、ベルトコ

ンベアなど 5 種類が規定され、粉じんの飛散

防止のため、施設の構造等に関する基準が定

められています。 

 特定粉じん発生施設は、石綿（アスベスト）

を含有する製品の製造に係る解綿用機械など

9 種 類が規定され、規制基準の遵守義務があ

ります。 

 また、吹付け石綿等が使用された建築物等

の解体や除去等の作業を行う場合は、県知事

等への事前届出が必要であり、作業基準の遵

守義務があります。 

ＶＯＣ排出施設は、浮遊粒子状物質及び光

化学オキシダントによる大気汚染を防止するた

めに平成 18 年度から規制対象とされました。

塗装用の乾燥施設など 9 種類が規定され、排

出基準の遵守義務（既設施設は平成 22 年度か

ら排出基準適用）があります。 

項　　目

ベンゼン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

般　全市岡福市州九北 その他大牟田市   久留米市

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

4 / 4

4 / 4

4 / 4

4 / 4

7 / 7

2 / 2

2 / 2

2 / 2

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

3 / 3

3 / 3

3 / 3

3 / 3

20 / 20

15 / 15

15 / 15

15 / 15

項　　目

アクリロニトリル

塩化ビニルモノマー

水銀およびその化合物

ニッケル化合物

クロロホルム

1,2－ジクロロエタン

1,3－ブタジエン

全　般北九州市  福岡市  大牟田市  その他

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

4 / 4

4 / 4

4 / 4

4 / 4

4 / 4

4 / 4

4 / 4

2 / 2

4 / 4

2 / 2

2 / 2

2 / 2

2 / 2

3 / 3

3 / 3

3 / 3

3 / 3

3 / 3

3 / 3

3 / 3

3 / 3

14 / 14

16 / 16

14 / 14

14 / 14

14 / 14

14 / 14

15 / 15

－ 44 － － 45 －



 

 工場・事業場から届け出られた施設につい

ては、届出提出時に書面審査を行うとともに、

立入検査により施設の実態把握や排出基準遵

守状況等を確認し、必要に応じ行政指導等を

行います。 

ア 施設の設置状況 

 ばい煙発生施設は、前年度と比較すると、

工場・事業場数は約1.4％減少し、施設数は

約0.5％減少しています。 

 一般粉じん発生施設は、前年度と比較する

と、工場・事業場数は約1.7％増加し、施設

数は約 0.2％減少しています。 

 特定粉じん発生施設は、県内には設置され

ていません。 

　ＶＯＣ排出施設は、前年度と比較すると、

工場・事業場数及び施設数は共に変化してい

ません。 

イ 立入検査等の実施 

 ばい煙発生施設を設置している工場・事業

場に対して立入検査を行い、ばい煙等の自主

測定結果を確認したり、使用燃料の分析検査

を実施するなどして、排出基準等の遵守状況

を把握しています。 

ウ 排出規制の状況 

（ア） 硫黄酸化物 

ａ Ｋ値規制 

 Ｋ値は、一つのばい煙発生施設から排出さ

れた硫黄酸化物が、排出口（煙突）から大気

中に拡散されながら地上に到達した時の最大

着地濃度（煙源から排出された汚染物質が拡

散し、地表面に到達してもたらす濃度の最大

値）地点の濃度を定数化したもので、国が地

域ごとに定めます。Ｋ値規制は、ばい煙発生

施設ごとに排出口（煙突）の高さとＫ値から

硫黄酸化物の許容排出量を求め（＝排出基準）、

排出基準以下になるよう硫黄酸化物の排出量

を規制するというものです。 

 県内を 6 地域（北九州市、福岡市、大牟田

市、久留米市、苅田町、その他の地域）に区

分してＫ値が定められ、各Ｋ値に基づく排出

基準（一般排出基準）で規制するほか、北九

州市、大牟田市、苅田町についてはより厳し

いＫ値も定められ、これら 3 地域に昭和 49

年 4 月 1 日以降に設置されたばい煙発生施設

はより厳しいＫ値に基づく排出基準（特別排

出基準）で規制します。 

ｂ 総量規制 

 工場等が密集しており施設ごとの排出基準

（Ｋ値規制）のみでは二酸化硫黄の環境基準

を維持することが困難な地域を国が総量規制

地域として指定（指定地域）し、指定地域に

ついて知事が策定した総量削減計画に基づき

総量規制基準を定め、一定規模以上の工場（特

定工場等）から排出される硫黄酸化物の合計

量を総量規制基準以下になるよう規制すると

いうものです。 

 県では、北九州市、大牟田市、苅田町を総

量規制地域として指定しています。 

ｃ 燃料使用規制 

 総量規制地域内の小規模工場等（特定工場

等以外の工場）には総量規制基準は適用され

ませんが、硫黄酸化物による大気汚染に寄与

しているため、燃料使用基準を定め、基準に

適合する燃料を使用することにより大気環境

の改善を図るというものです。 

 また、都市中心部においては、冬季にビル

暖房等による燃料使用量の増加等により一時

的に大気環境が悪化することから、地域ごと

に燃料使用基準を定め、都市中心部の大気環

境の改善を図っています。 

 県では、福岡市の中央区（昭和 47 年 11 月

30 日当時の区）と博多区の一部地域を適用区

域とし、燃料使用基準を定め、冬季の一定期

間、規制を行っています。 

（イ） 窒素酸化物 

 窒素酸化物の排出基準は、ばい煙発生施設

の種類及び規模ごとに、排出口の濃度（許容

限度）として全国一律に国が定めています。 

 また、県では、北九州市及び苅田町におけ

る窒素酸化物による大気汚染を防止するため、
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昭和 60 年に「北九州市等地域における窒素酸

化物対策基本方針」を策定し、大規模工場等

に対して窒素酸化物の排出総量抑制を指導す

る等、窒素酸化物対策を推進しています｡ 

エ 光化学オキシダント対策 

 県では、環境基準超過が続く光化学オキシ

ダントに係る緊急時対策基本要綱を制定して

います。要綱では、オキシダント濃度が上昇

し、人の健康または生活環境に被害が生じる

恐れがある場合には、その事態を広く一般に

知らせるとともに、状況に応じて、ばい煙を

多量に排出する事業者及び揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）排出者に対し、ばい煙及びＶＯＣ

排出量の削減を要請することとしています。 

 なお、光化学オキシダント注意報の発令時

には、注意報発令を県民の皆さんにより広く

お知らせするため、発令区域の市町村と協力

するとともに、テレビやラジオのほか、県ホ

ームページや「防災メール・まもるくん」を

活用して周知を図っています。さらに平成 20

年度からは、毎時の光化学オキシダント濃度

を県ホームページで常時公開しています。 

 光化学オキシダント対策においては、国内

発生源対策に加えて、国境を越えた環境汚染

への対策が喫緊の課題となっています。この

ため、県では平成 20 年度から平成 22 年度に

かけて東アジアにおける国際環境協力の重要

性をテーマにしたフォーラムやシンポジウム

を開催し、国際環境協力の枠組み作りの必要

性について情報発信する等、越境大気汚染対

策を推進しました。 

オ 福岡県公害防止等生活環境の保全に関す

る条例等による規制 

 大気汚染防止法が適用されない伝熱面積が

5 m２ 以上 10m２未満の小型ボイラーについて、

設置前の届出義務を規定し、硫黄酸化物及び

ばいじんについて排出基準を定め、規制して

います。 

 なお、北九州市は本条例の適用を受けず、

市の条例において、ボイラーなど 10 種類の施

設を規制しています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

一般粉じん発生施設等設置状況 
（平成 24 年 3 月 31 日現在） 57

1 コ ー ク ス 炉 4 0 0 0 0 4
2 堆 積 場 219 30 9 7 151 416
3 コ ン ベ ア 981 71 0 11 1,194 2,257
4 破 砕 機 ・ 摩 砕 機 129 11 0 4 283 427
5 ふ る い 105 12 0 1 142 260

1,438 124 9 23 1,770 3,364
92 34 2 8 154 290
0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 23 35
60 0 0 0 107 167
13 0 0 0 38 51
9 0 0 0 40 49

94 0 0 0 208 302
7 0 0 0 10 17

1,532 124 9 23 1,978 3,666
41.8 3.4 0.2 0.6 54.0 100

98 34 2 8 164 306

大牟田市 その他 合計久留米市

工 場 ・ 事 業 場 数

施　設　名 北九州市 福岡市

堆 積 場

施行令別表
第２の項番号

破 砕 機 ・ 摩 砕 機
ふ る い
施 設 数

施 設 数
工 場 ・ 事 業 場 数

工 場 ・ 事 業 場 数 合 計

大
気
汚
染
防
止
法

該

当

施

設

電

気

事

業

法

・

ガ

ス

事

業

法

・

鉱

山

保

安

法

該

当

施

設

施 設 数 合 計
施 設 数 割 合 （ ％ ）

コ ー ク ス 炉

コ ン ベ ア

2012/10/1
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ばい煙発生施設等設置状況 

（平成 24年 3月 31日現在） 
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○ ばい煙発生施設等設置状況（大防法） H23年度

1 ボ イ ラ ー 783 677 44 283 1,949 3,736
2 ガ ス 発 生 炉 ・ 加 熱 炉 3 0 0 0 0 3
3 焙 焼 炉 ・ 焼 結 炉 ・ 煆 焼 炉 11 0 0 0 4 15
4 溶 鉱 炉 ・ 転 炉 11 0 0 0 0 11
5 溶 解 炉 76 0 0 3 68 147
6 金 属 加 熱 炉 247 0 0 0 60 307
7 石 油 加 熱 炉 17 0 0 0 0 17
8 触 媒 再 生 炉 0 0 0 0 0 0

8-2 い お う 燃 焼 炉 0 0 0 0 0 0
9 焼 成 炉 ・ 溶 融 炉 33 0 0 1 43 77
10 反 応 炉 ・ 直 火 炉 42 0 0 0 20 62
11 乾 燥 炉 110 6 4 5 157 282
12 電 気 炉 10 0 0 2 7 19
13 廃 棄 物 焼 却 炉 37 18 9 8 109 181
14 銅 ・ 鉛 ・ 亜 鉛 の 焙 焼 炉 等 0 0 0 0 13 13
15 カ ド ミ ウ ム 乾 燥 施 設 0 0 0 0 0 0
16 塩 素 急 速 冷 却 施 設 0 0 0 0 0 0
17 塩 化 第 二 鉄 溶 解 槽 0 0 0 0 1 1
18 活 性 炭 の 製 造 反 応 炉 0 0 0 0 0 0
19 塩 素 反 応 施 設 等 18 0 0 0 19 37
20 ア ル ミ ニ ウ ム 電 解 炉 0 0 0 0 0 0
21 燐 鉱 石 の 反 応 施 設 等 1 0 0 0 0 1
22 弗 酸 の 製 造 用 凝 縮 施 設 等 0 0 0 0 0 0
23 ﾄﾘﾎﾟﾘ燐酸ﾅﾄﾘｳﾑ製造用反応施設 0 0 0 0 0 0
24 鉛 精 錬 用 等 溶 解 炉 3 0 0 0 0 3
25 鉛 蓄 電 池 の 溶 解 炉 0 0 0 0 0 0
26 鉛 系 顔 料 の 溶 解 炉 等 0 0 0 0 0 0
27 硝 酸 製 造 施 設 8 0 0 0 0 8
28 コ ー ク ス 炉 6 0 0 0 0 6
29 ガ ス タ ー ビ ン 0 28 0 12 20 60
30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 99 59 18 14 41 231
31 ガ ス 機 関 0 0 0 0 0 0
32 ガ ソ リ ン 機 関 0 0 0 0 0 0

1,515 788 75 328 2,511 5,217
427 379 37 147 974 1,964
19 4 0 0 15 38
0 0 0 0 2 2

73 166 4 24 55 322
237 427 19 76 469 1,228
28 10 0 6 17 61
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

357 607 23 106 558 1,651
214 470 18 61 302 1,065

1,872 1,395 98 434 3,069 6,868
27.3 20.3 1.4 6.3 44.7 100
540 701 46 185 1,199 2,671

その他 合　計北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市

工 場 ・ 事 業 場 数 合 計

電

気

事

業

法

・

ガ

ス

事

業

法

・

鉱
山
保
安
法
該
当
施
設

大
　
気
　
汚
　
染
　
防
　
止
　
法
　
該
　
当
　
施
　
設

施 設 数
工 場 ・ 事 業 場 数

施 設 数 合 計
施 設 数 割 合 （ ％ ）

工 場 ・ 事 業 場 数

ボイラー
ガス発生炉・加熱炉

施　設　名

施 設 数

施行令別
表第１の
項番号

その他
ガソリン機関

ガスタービン
ディーゼル機関
ガス機関

2012/10/1

生
活
環
境

（
大
気
汚
染
）
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1 化 学 製 品 製 造 の 用 に 供 す る 乾 燥 施 設 0 0 0 0 0
2 塗 装 施 設 （ 吹 付 塗 装 に 限 る 。 ） 4 0 0 32 36
3 塗 装 の 用 に 供 す る 乾 燥 施 設 11 0 0 2 13
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0 0 25 27
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 0 7 4 14
6 オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 2 0 0 0 2
7 グ ラ ビ ア 印 刷 の 用 に 供 す る 乾 燥 施 設 2 0 0 8 10
8 工 業 の 用 に 供 す る 洗 浄 施 設 1 0 0 0 1
9 貯 蔵 タ ン ク 13 0 0 1 14

38 0 7 72 117
32.5 0 6.0 61.5 100

13 0 2 19 34

合　計北九州市 福岡市 久留米市 その他

施 設 数 合 計

工 場 ・ 事 業 場 数 合 計
施 設 数 割 合 （ ％ ）

施行令別表
第１の２の

項番号
施　設　名

2012/10/1

粘着テープ又は包装材料等の製造に係る接着用の乾燥施設
接着の用に供する乾燥施設（4の施設を除く）

59-B

○ 立入検査実施状況（法対象）施設 H23年度

区  分
地  域 工場・事業場数 立入件数 施設数 立入件数

651 191 3,442 933
735 42 1,519 136
195 6 464 14

1,430 176 5,226 631
3,011 415 10,651 1,714

そ の 他 の 地 域
合 計

工場・事業場 施　　　設

北 九 州 市
福 岡 市
久 留 米 市

2012/10/1

 

ＶＯＣ排出施設設置状況 
（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

立入検査実施状況 
（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 

備考１：ばい煙発生施設、ＶＯＣ排出施設及び粉じん発生施設（大気汚染防止法、電気・ガス事業法、鉱山保安法）

を対象とした立入調査状況。 

備考２：その他の地域には大牟田市実施分を含みます。 

 
条例対象施設設置状況 

（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 

備考：県条例対象施設はボイラーのみです。 

  

59-C○ ばい煙発生施設等設置状況（条例） H23年度

福岡市 大牟田市 久留米市 その他
1 ボ イ ラ ー 447 41 116 978 595
2 焙焼炉・焼結炉・煆焼炉 － － － － 29
3 溶 解 炉 － － － － 4
4 金 属 加 熱 炉 － － － － 24
5 石 油 製 品 等 加 熱 炉 － － － － 0
6 焼 成 炉 ・ 溶 融 炉 － － － － 6
7 反 応 炉 ・ 直 火 炉 － － － － 9
8 乾 燥 炉 － － － － 24
9 電 気 炉 － － － － 0
10 廃 棄 物 焼 却 炉 － － － － 14

447 41 116 978 705
325 28 80 645 385

施 設 数 合 計
工 場 ・ 事 業 場 数

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 北 九 州 市
公害防止条例

番号 施  設  名

2012/10/1

 

ＶＯＣ排出施設設置状況 
（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

立入検査実施状況 
（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 

備考１：ばい煙発生施設、ＶＯＣ排出施設及び粉じん発生施設（大気汚染防止法、電気・ガス事業法、鉱山保安法）

を対象とした立入調査状況。 

備考２：その他の地域には大牟田市実施分を含みます。 

 
条例対象施設設置状況 

（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 

備考：県条例対象施設はボイラーのみです。 
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備考１：ばい煙発生施設、ＶＯＣ排出施設及び粉じん発生施設（大気汚染防止法、電気・ガス事業法、鉱山保安法）

を対象とした立入調査状況。 

備考２：その他の地域には大牟田市実施分を含みます。 

 
条例対象施設設置状況 

（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

 
 
 
 

備考：県条例対象施設はボイラーのみです。 
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備考１：ばい煙発生施設、ＶＯＣ排出施設及び粉じん発生施設（大気汚染防止法、電気・ガス事業法、鉱山保安法）

を対象とした立入調査状況。 

備考２：その他の地域には大牟田市実施分を含みます。 
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備考：県条例対象施設はボイラーのみです。 
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⑵ 自動車排出ガス対策 

 自動車は、人や物資の輸送手段として、社

会経済活動や国民生活に欠かせない重要な役

割を果たしており、県内の自動車保有台数も、

ここ 10 年で 7.0％増加しています。 

 自動車から排出される窒素酸化物等につい

ては、大気汚染への影響が大きいことから、

国においては、自動車排出ガス規制を車種及

び物質ごとに、段階的に強化するなど各種の

対策が進められ、最新の規制対応車輌の排出

ガスは大幅に改善されています。 

 しかしながら、交通量が極めて多い大都市

地域の沿道の一部では、二酸化窒素が比較的

高い濃度となり、自動車対策が重要な課題と

なっています｡ 

 こうした自動車に起因する環境問題の解決

のために、県では沿道排ガスの浄化技術に関

する研究を行っています。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑸ オゾン層保護対策 

 冷蔵庫やカーエアコンなどの冷媒として使

用されるフロン類は、大気中に放出されると

地球を取り巻くオゾン層を破壊し、その結果、

過度の紫外線が地上に到達して、皮膚ガンや

白内障の増加など人の健康や自然の生態系に

影響を及ぼすおそれがあるため、確実に回収

し、処理することが必要です。 

 フロン類の回収等に関連する法律は、「家電

リサイクル法」、「フロン回収破壊法」及び「自

動車リサイクル法」があります。家電リサイ

クル法は家庭用の冷蔵庫及びルームエアコン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の冷媒フロンの回収について、フロン回収

破壊法は業務用冷凍空調機器の冷媒フロンの

回収・破壊について、自動車リサイクル法は

使用済自動車のカーエアコンのフロン冷媒回

収について、それぞれ規定しています。 

 特に、フロン回収破壊法では、冷媒フロン

の大気中への放出の禁止規定やフロン類回収

業者の責務などが定められているため、県は、

回収業者への立入検査や指導及び必要な情報

の提供を行うなどフロン類の適正な回収・破

壊の推進に努めています。 
 

森林植生影響調査の概要 

※衰退度：目視により樹木の衰退度を、0（良好）～ 4 （枯死）の 5 段階で評価 

61-A

調査年度 調査地点 平均衰退度 調査対象樹木
H19 釈迦岳（矢部村） 0.5～0.8 ブナ
H20 古処山～屏山（朝倉市・嘉麻市） 0.1～0.2 ブナ・アカガシ
H21 宝満山～三郡山（太宰府市・筑紫野市・宇美町） 0.2～2.0 ブナ・モミ
H22 脊振山（福岡市） 0.1～0.2 ブナ・アカガシ
H23 英彦山（添田町） 1.0～1.8 ブナ・モミ・スギ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑸ オゾン層保護対策 

 冷蔵庫やカーエアコンなどの冷媒として使

用されるフロン類は、大気中に放出されると

地球を取り巻くオゾン層を破壊し、その結果、

過度の紫外線が地上に到達して、皮膚ガンや

白内障の増加など人の健康や自然の生態系に

影響を及ぼすおそれがあるため、確実に回収

し、処理することが必要です。 

 フロン類の回収等に関連する法律は、「家電

リサイクル法」、「フロン回収破壊法」及び「自

動車リサイクル法」があります。家電リサイ

クル法は家庭用の冷蔵庫及びルームエアコン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の冷媒フロンの回収について、フロン回収

破壊法は業務用冷凍空調機器の冷媒フロンの

回収・破壊について、自動車リサイクル法は

使用済自動車のカーエアコンのフロン冷媒回

収について、それぞれ規定しています。 

 特に、フロン回収破壊法では、冷媒フロン

の大気中への放出の禁止規定やフロン類回収

業者の責務などが定められているため、県は、

回収業者への立入検査や指導及び必要な情報

の提供を行うなどフロン類の適正な回収・破

壊の推進に努めています。 
 

森林植生影響調査の概要 

※衰退度：目視により樹木の衰退度を、0（良好）～ 4 （枯死）の 5 段階で評価 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑸ オゾン層保護対策 

 冷蔵庫やカーエアコンなどの冷媒として使

用されるフロン類は、大気中に放出されると

地球を取り巻くオゾン層を破壊し、その結果、

過度の紫外線が地上に到達して、皮膚ガンや

白内障の増加など人の健康や自然の生態系に

影響を及ぼすおそれがあるため、確実に回収

し、処理することが必要です。 

 フロン類の回収等に関連する法律は、「家電

リサイクル法」、「フロン回収破壊法」及び「自

動車リサイクル法」があります。家電リサイ

クル法は家庭用の冷蔵庫及びルームエアコン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の冷媒フロンの回収について、フロン回収

破壊法は業務用冷凍空調機器の冷媒フロンの

回収・破壊について、自動車リサイクル法は

使用済自動車のカーエアコンのフロン冷媒回

収について、それぞれ規定しています。 

 特に、フロン回収破壊法では、冷媒フロン

の大気中への放出の禁止規定やフロン類回収

業者の責務などが定められているため、県は、

回収業者への立入検査や指導及び必要な情報

の提供を行うなどフロン類の適正な回収・破

壊の推進に努めています。 
 

森林植生影響調査の概要 

※衰退度：目視により樹木の衰退度を、0（良好）～ 4 （枯死）の 5 段階で評価 
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１ 水質汚濁の現況 

 本県の公共用水域の水質については、水質

測定計画に基づき、国（国土交通省九州地方

整備局）、独立行政法人水資源機構、北九州市、

福岡市、久留米市とともに 180 の環境基準点

（河川 142、海域 33、湖沼 5 ）で環境基準の

達成状況を監視しています。 

 汚濁状況は、水質汚濁防止法、同法に基づ

く上乗せ排水基準条例、瀬戸内海環境保全特

別措置法等による排水規制及び事業場におけ

る排水処理施設の整備並びに生活排水対策の

推進等により改善が図られています。 

 環境基準項目のうち、健康項目（人の健康

の保護に関する環境基準）については、カド

ミウムなど 27 項目が定められており、生活環

境項目（生活環境の保全に関する環境基準）

は、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）※、化学

的酸素要求量（ＣＯＤ）
※

等の11 項目が定めら

れています。 

 水質汚濁の代表的指標であるＢＯＤ（河川）

またはＣＯＤ（海域、湖沼）の環境基準達成

率を公共用水域全体でみると、平成 23 年度は

78.3％となっています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  閉鎖性水域
※
の富栄養化

※
の指標である全窒

素及び全リンの環境基準達成率は、海域では

全窒素、全リンとも高い割合で推移しており、

平成 23 年度は全窒素が100％、全リンが77.8

％となっています。 

 また、湖沼においては、全リンの環境基準

達成率が低い状況が続いており、平成 23 年度

は25％となっています。 

 健康項目については、海水の影響によりふ

っ素、ほう素が超過した地点を除く河川、海 

⑴ 河川の現況 

 本県内には、遠賀川、筑後川、矢部川など

の大規模河川が貫流し、また多くの中小河川

が流れています。 

 河川の水質の状況については、国、県、北

九州市、福岡市及び久留米市で分担して 142

の環境基準点において水質測定を実施してい

ます。近年の水質の状況は、少雨の影響によ

り数値が上昇した年もありますが、全体的に

は横ばいの状況です。 

 平成 23 年度においては、142 の環境基準点

のうち116地点で環境基準（ＢＯＤ）を達成

しています。 

第２節 水質汚濁 
【環境保全課】

〔水質汚濁防止法〕

 
 本県では、国（国土交通省九州地方整備局）や政令市などとともに、水質測定計画に

基づき、公共用水域や地下水における水質の汚濁状況を常時監視しています。 

 さらに、事業場への立入検査、海水浴場等の調査や水辺環境保全活動などを実施し、

快適な水環境の創造に取り組んでいます。 

※生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）：水中の有機物などを微生物が分解するときに消費する酸素量のことで、河川や工場排水の

汚濁の程度を表す指標として用いられ、その値が大きいほど、水質汚濁が進行しています。  

※化学的酸素要求量（ＣＯＤ）：水中の有機物などを酸化剤で酸化するときに消費する酸素量のことで、海域や湖沼などの汚濁

の程度を表す指標として用いられ、その値が大きいほど、水質汚濁が進行しています。  

※閉鎖性水域：ダム湖等の湖沼や湾・灘など陸岸に囲まれ水が滞留しやすい水域をいい、これらの水域は富栄養化による各種利

水障害が生じやすいです。  

※富栄養化：閉鎖性水域に窒素・リン等の栄養塩類が多い状態になることです。藻類の異常繁殖により赤潮等の原因となります。

域、湖沼において基準を達成しています。
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⑵ 海域の現況 

 本県は、瀬戸内海（豊前地先海域及び北九

州地先海域）、筑前海（博多湾及び唐津湾を含

む）、有明海と、三方を個性ある海に囲まれて

います。また、そのうち瀬戸内海、有明海、

博多湾及び唐津湾は、閉鎖性の強い海域とな

っています。 

 豊前地先海域において 4 地点、北九州地先

海域 6 地点、筑前海 2 地点、博多湾 8 地点、

有明海 10 地点、唐津湾 3 地点の計 33 の環境

基準点において、県、北九州市及び福岡市で

水質測定を実施しています。 

 平成 23 年度は、ＣＯＤについて 33 の環境

基準点のうち22の地点で環境基準を達成して

います。 

 また、全窒素・全リンについては、平成 8 年

度に博多湾の 3 水域の類型指定が行われ、平

成 9 年度には響灘及び周防灘、洞海湾の 4 水

域が、平成11年度には有明海の 2 水域が、平

成13年度には唐津湾が類型指定されています。

  平成 23 年度に実施した 9 水域における全

窒素及び全リンの測定結果は、全窒素が全 9

水域、全リンが 7 水域で環境基準を達成して

います。 

⑶ 湖沼の現況 

 本県内には総貯水量 1,000 万㎥を超える大

規模な湖沼は 6 か所あります。全て人工湖（ダ

ム湖）で、天然の大規模湖沼はありません。 

 このうち、県内の調査対象湖沼は、遠賀川

水系八木山川の力丸ダム、筑後川水系佐田川

の寺内ダム及び小石原川の江川ダム、矢部川

の日向神ダム、今川の油木ダム、紫川のます

渕ダムの 6 湖沼です。 

 寺内ダムは独立行政法人水資源機構、力丸

ダム、日向神ダム及び油木ダムは県において、

環境基準点の他、流入点、流出点等において

水質を測定しています。また、ます渕ダムに

ついては北九州市において水質調査を実施し

ています。さらに、江川ダムは、福岡市にお

いて水質測定を実施しています。 

 平成 23 年度は、ＣＯＤについて 5 の環境

基準点のうち 3 地点で環境基準を達成してい

ます。また、全リンについては 4 水域で類型

指定されており、平成 23 年度は 1 水域で環境

基準を達成しています。 

⑷ 地下水の現況 

 県内における地下水の水質汚濁の状況を監

視するため、水質汚濁防止法に基づき、地下

水調査を実施しています。 

ア 概況調査 

 地域の地下水質の概況を把握するために実

施している調査です。県では、平成９年度か

ら県域を 10 ㎞メッシュに区画し、これをさら

に 5 ㎞で 4 区画に分割して、環境基準項目を

中心に概況調査を実施しています。 

 平成 23 年度は環境基準項目 28 項目につい

て 34 井戸で概況調査を実施し、1 井戸でふっ

素が環境基準値を超えて検出されました。 

 なお、概況調査は国土交通省や市町村にお

いても実施しており、平成 23 年度は県全体で

149 井戸の調査を実施しています。  

イ 汚染井戸周辺調査 

 概況調査等において井戸の汚染が判明した

地域で、汚染の範囲を確認するためなどに実

施する調査です。 

 平成 23 年度は、政令市（ 2 市）が計 16 井

戸について調査しました。 

ウ 継続監視調査 

 過去に環境基準値超過が判明した地区につ

いて、汚染井戸及び非汚染井戸を選定し、汚

染の継続的な監視を行う調査です。 

 本県では、平成 23 年度は 2 市の 10 井戸で、

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

等について、モニタリングを実施しました。

県内市町村では 3 町が実施しており、平成 23

年度は県全体で 71 井戸について調査しまし

た。 

⑸ 海水浴場等 

 県内の主要な海水浴場等については、毎年

度、県及び政令市が遊泳期間前と遊泳期間中

生
活
環
境

（
水
質
汚
濁
）

－ 52 － － 53 －



に水質調査を実施しています。 

 平成 23 年度は、19 の海水浴場で調査した

結果、遊泳不適の海水浴場はありませんでし

た。 
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生活環境項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ）に関する水域別環境基準達成状況 

区
度年21度年11度年01度年/1度年80分

豊前海流入河川 10
74-6

（18）
55-6

（14）
50-8

（13）
42.9
（9）

北九州市内河川 15
85-1

（25）
85-1

（25）
0//

（26）
0//

（26）

河 遠賀川 05
57-7

（11）
82-7

（15）
70-2

（13）
51-4

（10）

筑前海流入河川 04
75-6

（13）
55-6

（10）
5/-/
（9）

55-6
（10）

博多湾流入河川 12
84-6

（22）
84-6

（22）
84-6

（22）
80-2

（21）

川 筑後川 1/
5/-/

（12）
54-/

（13）
74-/

（17）
64-/

（15）

矢部川 01
4/-/
（6）

47-2
（7）

47-2
（7）

4/-/
（6）

大牟田市内河川 8
11-1
（2）

22-2
（3）

22-2
（3）

44-5
（5）

142
65-7

（109）
65-7

（109）
66-4

（110）
60-7

（102）

豊前地先海域 4
14-/
（1）

14-/
（1）

4/-/
（2）

64-/
（3）

海 北九州地先海域 5
0//

（6）
0//

（6）
0//

（6）
0//

（6）

筑前海 1
0//

（2）
0//

（2）
0//

（2）
0//

（2）

博多湾 7
4/-/
（4）

01-4
（1）

51-4
（5）

26-4
（3）

域 有明海 0/
0//

（10）
0//

（10）
0//

（10）
0//

（10）

唐津湾 2
0//

（3）
0//

（3）
0//

（3）
0//

（3）

22
67-7

（26）
58-6

（23）
84.8

（28）
70-7

（27）

力丸ダム 0
/

（0）
/

（0）
/

（0）
0//

（1）

湖 日向神ダム 0
/

（0）
/

（0）
/

（0）
/

（0）

寺内ダム 0
0//

（1）
0//

（1）
0//

（1）
0//

（1）

油木ダム 0
/

（0）
/

（0）
/

（0）
0//

（1）

沼 ます渕ダム 0
0//

（1）
0//

（1）
0//

（1）
0//

（1）

4
40.0
（2）

40.0
（2）

40.0
（2）

7/-/
（4）

07/
65-0

（137）
74.4

（134）
66-7

（140）
62-8

（133）

52.4
（11）

0//
（26）

0//
（16）

7/-/
（12）

84-6
（22）

74-/
（17）

55-6
（8）

44.4
（4）

70-6
（116）

/
（0）

0//
（6）

0//
（2）

01-4
（1）

0//
（10）

0//
（3）

55-6
（22）

/
（0）

0//
（1）

0//
（1）

/
（0）

0//
（1）

5/-/
（3）

67-2
（141）

（注）1　（　）内数値は、環境基準達成地点数を示す。

　　　2　河川はＢＯＤ（75％値）、海域、湖沼はＣＯＤ（75％値）の達成状況を示す。　

生活環境項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ）に関する水域別環境基準達成状況

平均（計）

平均（計）

総平均（総計）

平均（計）

測定地点数水域名
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５７－Ｂ 
地下水調査結果（平成23年度） 

生活環境項目（全窒素、全リン）に関する水域別環境基準達成状況 

区
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度分

全窒素
100

（1）
100

（1）
100

（1）
100

（1）

全リン

全リン

全リン

全リン

全リン

全リン

全リン

全リン

全リン

全リン

全リン

100
（1）

100
（1）

100
（1）

100
（1）

海
100

（2）
100

（2）
100

（2）
100

（2）

100
（2）

100
（2）

100
（2）

100
（2）

全窒素

全窒素

全窒素

66.7
（2）

66.7
（2）

100
（3）

100
（3）

100
（3）

100
（3）

100
（3）

100
（3）

域
100

（2）
100

（2）
100

（2）
100

（2）

0
（0）

50
（1）

0
（0）

50
（1）

全窒素
100

（1）
100

（1）
100

（1）
100

（1）

100
（1）

100
（1）

100
（1）

100
（1）

全窒素
88.9
（8）

88.9
（8）

100
（9）

100
（9）

77.8
（7）

88.9
（8）

77.8
（7）

88.9
（8）

力丸ダム 1
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）

湖 寺内ダム 1
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）

油木ダム 1
0

（0）
0

（0）
0

（0）
0

（0）

沼 ます渕ダム 1
100

（1）
100

（1）
100

（1）
0

（0）

4
25.0
（1）

25.0
（1）

25.0
（1）

0
（0）

100
（1）

100
（1）

100
（2）

100
（2）

100
（3）

100
（3）

100
（2）

0
（0）

100
（1）

100
（1）

100
（9）

77.8
（7）

0
（0）

0
（0）

0
（0）

100
（1）

25.0
（1）

（注）（　　）内数値は、環境基準達成水域数を示す。

1

平均（計） 9

達成率（％）及び達成水域数
項目名水域名 水域数

2

生活環境項目（全窒素、全燐）に関する水域別環境基準達成状況

平均（計）

唐津湾

1豊前地先海域

北九州地先海域

博多湾

2

3

有明海

実施主体
調査区分 市町村数 市町村数 市町村数 市町村数

概況 25 34 3 3 4 61 149
( 1 ) ( 0 ) ( 10 ) ( 13 )

汚染井戸周辺 0 0 0 0 0 0 16
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 2 )

継続監視 2 10 0 0 3 7 71
( 3 ) ( 0 ) ( 2 ) ( 35 )

（注） （　）内の数値は、環境基準超過のあった井戸の数を表す。

調査井戸
延数

県 国土交通省 政令市・中核市 その他の市町村
井戸数 井戸数 井戸数 井戸数

3 51
( 2 )

16
( 2 )

54
( 30 )

2

3

 
 

５７－Ｂ 
地下水調査結果（平成23年度） 

生活環境項目（全窒素、全リン）に関する水域別環境基準達成状況 
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２ 水質汚濁防止対策 

⑴ 公共用水域の水質に関する総合的把握

 

 するため、県では毎年度水質測定計画を定

県内の公共用水域の水質の実態を明らかに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 公共用水域に係る環境基準の類型あてはめ 

　水域類型指定については、昭和40年代から

昭和50年代にかけ国及び都道府県知事が行っ

ており、本県においても、昭和40年代後半か

ら50年代前半にかけ水域毎に類型指定を行い

ました｡

　水域類型指定後、相当の期間が経過し、水

域の利用の態様に変化が見られることから、

本県では、水域類型の見直しを順次行ってい

ます。

　また、平成15年度には、水生生物保全の観

点から「水生生物の保全にかかる水質環境基

準」が新たに設けられました。平成22年 9 月

24日付で県内 3 水域が類型指定されており、

平成 23 年度は全 3 水域において環境基準を

達成しています。

　本県では今後、類型未指定の公共用水域に

ついて、類型指定に向けた調査を行うことと

しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、国、政令市及びその他の市町村と分担協

力して、水質調査を実施しています。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 28 104 181 393

19 29 48

1179 7

108 35 134 181 458

„ ₀  ῀

30 42 42 8 13 19 3 43 43 10 131 167 271

4 37 37 3 54 76 7 84 94 207

平成 24年度水質測定計画の概要

║ ” ”

║

384

304880

4,3504121,396 9601,582

132

1,096

276108

712

36

2,978

” ”

834 960

( ║ )

年月日 水域 区分
平 成 8 年 6 月 1 4 日 博多湾及び博多湾流入河川 環境基準類型指定及び見直し
平 成 1 0 年 4 月 1 日 環境基準類型指定及び見直し
平 成 1 1 年 3 月 3 1 日 豊前海流入河川(北部） 環境基準類型指定及び見直し
平 成 1 3 年 3 月 3 0 日 遠賀川水系 環境基準類型指定及び見直し
平 成 1 3 年 1 0 月 3 1 日 環境基準類型指定及び見直し
平 成 1 5 年 3 月 3 1 日 ます渕ダム、油木ダム 環境基準類型指定
平 成 1 6 年 3 月 3 1 日 豊前海流入河川(南部） 環境基準類型指定及び見直し
平 成 1 8 年 3 月 3 1 日 矢部川水系 環境基準類型指定及び見直し
平 成 2 3 年 5 月 6 日 環境基準類型指定及び見直し

水域類型指定見直し状況

筑後川水系

唐津湾水域

北九州市内河川
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⑶ 閉鎖性水域に係る水質保全対策 

 内湾、内海、湖沼等の閉鎖性の高い水域は、

流入する汚濁物質が蓄積しやすい上、窒素及

びリン等の栄養塩類の蓄積によって富栄養化

することにより、湖沼においては浄水場のろ

過障害や異臭味などの水道の利水障害が、海

域においては赤潮等による漁業被害が生じる

恐れがあることから、従来の水質保全対策に

加え、次のような対策を実施しています。 

ア 瀬戸内海の水質汚濁防止対策 

 ＣＯＤ、窒素及びリンに係る総量削減制度

の実施により、関係自治体と協力して総合的

な対策を講じ、一層の水質保全を図っていま

す。 

 対象となる本県の瀬戸内海に係る指定地域

は、北九州市（遠賀川流域を除く）、行橋市、

豊前市、京都郡、築上郡、田川郡添田町及び

赤村（遠賀川流域を除く）の計 3市 6町 1村

です。 

（ア） 総量削減計画 

 国は、平成 23 年 6月 15日に平成 26 年度を

目標とする第 7次総量削減基本方針（瀬戸内

海）を策定しました。この総量削減基本方針

に基づき、本県は「化学的酸素要求量、窒素

含有量及びリン含有量に係る総量削減計画

（以下、「第 7次総量削減計画」という）」を

策定し、平成24年 2月20日に告示しました。 

（イ） 総量規制基準 

 1 日の平均排水量が 50㎥以上の指定地域内

事業場の排出水に適用される規制基準です。   

本県では、これまでの 6次にわたる総量削

減の結果、大幅な負荷量削減が図られていま

す。第 7次総量削減計画においても第 6次と

同一の総量規制基準を適用し、削減目標の達

成を目指しています。 

イ 有明海の水質汚濁防止対策 

 有明海では、平成12年度に大規模なのり不

作問題が発生しました。これを契機に、平成

14 年 11 月、有明海などの環境を保全するた

めの「有明海及び八代海を再生するための特

別措置に関する法律」が施行されました。 

 これに伴い本県では、平成15年 3月に、再

有「、めたるす進推に的画計を策施たけ向に生

明海の再生に関する県計画」を策定しました。 

 水質は平成13年度以降、改善が見られます

が、一部の項目については、環境基準をわず

かに上回っており、関係機関と連携し、汚水

処理施設の整備等に努めています。 

ウ 閉鎖性海域の富栄養化防止対策 

 本県に関連する閉鎖性の高い海域は、瀬戸

内海、博多湾、唐津湾及び有明海であり、こ

れらの流域内の事業場のうち、日平均排水量

が 50㎥以上の特定事業場について、窒素及び

リンの排水規制が、平成 5年 10月から実施さ

れています。 

 本県では、これらの事業場の排水に対する

監視・指導を実施しています。 

⑷ 発生源対策 

ア 工場・事業場対策 

 水質汚濁防止法では、特定施設の設置・構

造の変更等についての届出及び排水基準の遵

守等を規定しています。 

 本県では、法に基づいて工場・事業場から

届出のあった内容を審査するとともに、特定

事業場の立入検査を実施しています。 

 また、県においては、｢水質汚濁防止法第三

条第三項に基づく上乗せ排水基準を定める条

例｣により、国の定めた基準よりも厳しい上乗

せ排水基準を設定し、汚濁物質の規制強化を

実施しています。 

 さらに、閉鎖性の高い海域における富栄養

化の防止を目的として、富栄養化の要因物質

である窒素及びリンに係る排水規制を法に基

づき実施しています。 

（ア） 特定施設の届出状況 

 平成 23 年度末における特定事業場（瀬戸内

海環境保全特別措置法の許可を含む）の総数

は5,152事業場であり、そのうち排水基準が適

用される有害物質関係及び日平均排水量50㎥

以上の特定事業場は926事業場で全体の18.0％

生
活
環
境

（
水
質
汚
濁
）

－ 56 － － 57 －



を占めています。 

（イ） 瀬戸内海指定地域における特定施設

の設置許可 

 水質汚濁防止法に定める特定事業場のうち、

一定規模以上の特定事業場における特定施設

の設置または構造等の変更について許可制を

採用しています。 

 県では、瀬戸内海指定地域への特定施設の

設置または変更の許可に際して、水質事前評

価をもとに周辺公共用水域の水質悪化のおそ

れがないか等について、審査を行っています。 

 なお、北九州市の区域については、北九州

市長に許可権限が有ります。 

（ウ） 立入調査（排水基準監視調査等） 

 県では、排水基準が適用される特定事業場

に対して立入検査等を行い、基準違反に対し

ては改善命令等の行政措置を講じることによ

り、排水水質の改善を図っています。 

 また、排水基準が適用されない小規模な特

定事業場に対しては、｢福岡県小規模事業場排

水水質改善指導要領｣ に基づいて排水水質の

改善指導を行っています。 

（エ） 水質事故時の措置 

 水質汚濁防止法では、特定事業場の設置者

等に油等の流出による被害拡大を防止するた

めの応急措置や、事故の状況等に関する知事

への届出を義務付けています。 

 また本県では、福岡県公害防止等生活環境

の保全に関する条例（平成 15 年７月施行）に

より、同法の対象とならない水質事故の場合

の応急措置や届出を義務付けているほか、油

回収等の措置命令に係る規定を設けています。  

 なお、水質事故が発生した場合には、河川

管理者、水道事業者等の関係機関と連絡を取

り合い、適切な措置を図っており、原因者が

判明した場合には、原因物質の除去等の対策

を指導するとともに、必要に応じて水質検査

を実施しています。  

 特に、油流出事故に関しては発生件数が多

いことから、関係事業者等に対する事故の発

生防止に関する注意喚起や通報の徹底、及び

関係機関との連携強化を図っています。 

水質汚濁防止法等に基づく立入検査、改善
命令等の適用の状況(平成23年度）

水質汚濁防止法による届出特定事業場数
（瀬戸内海環境保全特別措置法による許可を含む）

県

北
九
州
市

福
岡
市

久
留
米
市

計

　排水量５０ m
3
／日以上 669 60 25 45 799

　有害物質関係

(排水量５０ m
3
／日未満)

102 15 0 10 127

小　　計 771 75 25 55 926

3,537 147 259 283 4,226

4,308 222 284 338 5,152

　特定事業場数

合　　計

上記以外

（平成24年3月31現在）

区　　分

県

北
九
州
市

福
岡
市

久
留
米
市

計

昼間 483 133 40 51 707

夜間 0 4 0 0 4

計 483 137 40 51 711

改善命令 0 0 1 0 1

一時停止
命令 0 0 0 0 0

42 4 1 20 67

第３１条 直罰 0 0 0 0 0

その他
の条項

その他 1 0 0 0 1

罰
則
の
適
用

行政指導

　　　　　　　　県・政
　　　　　　　　令市の別

内容

第２２条

立
入
検
査

第１３条

改
善
命
令
等
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イ 生活排水対策 

 生活排水の処理施設の整備が遅れている水

域においては、河川の水質改善が進まない状

況が続いており､ 水質保全行政の重要課題の

一つとなっています｡ このため､平成 2年の

法改正では､ 生活排水対策の推進に関する規

定が設けられました｡ 

 これまでに、水質環境基準達成率の低い水

域などの 13 地域（12 市 7町）を、生活排水

対策重点地域として指定しています。 

 生活排水対策重点地域に指定された市町に

ついては、「生活排水対策推進計画」を策定し、

下水道、合併処理浄化槽等の整備のほか、水

質浄化に関する啓発活動を行っていますが、

まだ十分な成果が表れていない地域があり、

今後も当該市町に対し水質改善に向けた対策

を講ずるよう働きかけを行っていきます。 

ウ ゴルフ場農薬に係る調査等 

 本県では､ゴルフ場農薬に係る自主管理体

制を徹底させるために、ゴルフ場に対する

調査・指導等を実施しています｡ 

 平成 23年度においては､4ゴルフ場に対し

調査等を実施しました｡ 

 この結果を踏まえ、各ゴルフ場に対し自主

検査の徹底等の指導を行いました。 

⑸ 水辺環境保全活動の促進 

 身近な川や池などの水辺環境を保全してい

くためには、行政・地域・学校・ＮＰＯなど

の各活動主体が協力しながら、水辺での環境

教育や水辺環境の保全につながる取組を県内

各地に広げていく必要があります。各地で実

施されている水辺環境保全活動を支援してい

くため、環境保全活動ツール「水辺に学ぶ－ふ

くおか水辺の保全活動プログラム」、「水辺で

生きる－ふくおかの水辺の生きものガイドブ

ック」等の作成、平成 19年度には「川の生き

物観察ガイドブック」の作成を行いました。

またこれらの環境保全活動ツールを活用して

「水生生物講座」等の事業を実施し啓発に取

り組んでいます。 

⑹ 地下水保全対策 

 本県では、昭和 59年からトリクロロエチレ

ン等 3物質に係る地下水調査を開始し、飲用

井戸等衛生対策指導実施要領の制定（昭和 63

年 4月）等により、飲用水の衛生確保等の対

策を講じてきました。 

 平成 9年度からは地下水の環境基準項目を

中心に調査を実施し、基準超過の場合には、

汚染範囲の確認や原因究明等に取り組んでい

ます。 

 また、水質汚濁防止法に基づく特定事業場

の立入検査の際には、有害物質の使用や排出

の状況の確認を行っています。 

 さらに、水質汚濁防止法では、地下水の保

全に関する規定が有害物質使用特定事業場に

限られていることから、福岡県公害防止等生

活環境の保全に関する条例（平成 15年 7月施

行）において、同法の対象とならない地下水

汚染事例に対応するための規定を設け、有害

物質による地下水汚染の防止等に努めていま

す

⑺　調査研究

　本県では、保健環境研究所において、水質

汚濁の原因物質発生に係る調査や仕組の解明、

除去方法や分析方法の開発等の取組を行って

います。

　こうした調査研究の結果は、環境保全のた

めに広く活用していただけるよう、学会発表

や論文発表、保健環境研究所ホームぺージで

の公開等により情報を公開しています。

　また、海洋汚染など、地球規模で影響を及

ぼす問題に対しては他国との協力・連携が不

可欠であることから、国際的な環境問題への

対策として、人材育成事業での講義や他国技

術者への研修、国際シンポジウムへの参加及

び論文発表等を行っています。

。 
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１  騒音・振動の現況  

 騒音規制法及び振動規制法では、特定の施

設を設置している工場や事業場（特定工場等）、

特定の作業を行う建設工事（特定建設作業）、

自動車交通から発生する騒音及び振動を主な

規制対象としています。 

 また、騒音規制法の規制対象外施設ではあ

るものの規制することが望ましい施設につい

ては、県及び北九州市が定める公害防止等生

活環境の保全に関する条例により規制してい

ます。 

⑴ 特定工場等の騒音・振動 

 騒音規制法に基づく届出数については、前

年度と比較すると、特定工場等数は約１％、

特定施設数は約 1 ％増加しています。 

 振動規制法に基づく届出数については、前

年度と比較すると、特定工場等数は約１％増

加、特定施設数は増減がありませんでした。 

 また、県及び北九州市が定める公害防止等

生活環境の保全に関する条例に基づく届出数

については、前年度と比較すると、特定工場

等数は約 1 ％増加、特定施設数は増減があり

ませんでした。

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
騒音規制法及び公害防止等生活環境の保全に 

関する条例に基づく特定施設の設置状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

振動規制法に基づく特定施設の設置状況 

 
 
 
 

第３節 騒音・振動 
【環境保全課】

〔騒音規制法・振動規制法〕

 
 騒音や振動は私たちの生活に大変身近なものであるため、騒音規制法及び振動規制法

では、工場等への特定施設の設置や建設現場での特定作業の実施について市町村長へ届

け出るよう定めており、地方自治体が担う役割は大きなものとなっています。 

 特に近年では、規制の対象とならない家庭生活から発生する騒音に対する苦情も増え

てきています。一人一人が他人への思いやりを持ち、お互いが気持ちよく生活できるよ

うに、もう一度自分の周りの騒音・振動について見直してみましょう。 

62-B

（平成24年3月31日現在）

(%)

1 金 属 加 工 機 械 4,382 ( 28.1 )

2 圧 縮 機 4,926 ( 31.6 )

3 破 砕 機 等 948 ( 6.1 )

4 織 機 2,717 ( 17.4 )

5 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク マ シ ン 等 142 ( 0.9 )

6 木 材 加 工 機 械 248 ( 1.6 )

7 印 刷 機 械 993 ( 6.4 )

8 ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機 180 ( 1.2 )

9 合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 889 ( 5.7 )

10 鋳 型 造 型 機 179 ( 1.1 )

15,604

2,794

施　　設　　の　　種　　類

計

  工　場　・ 事　業　場　数

施設数

60-A

（平成24年3月31日現在）

市条例

(北九州市)

1 金 属 加 工 機 械 6,499 745 168 7,412 ( 15.4 )

2 空 気 圧 縮 機 等 26,495 － 1,362 27,857 ( 57.9 )

3 土 石 用 破 砕 機 等 1,565 － 14 1,579 ( 3.3 )

4 織 機 3,248 － － 3,248 ( 6.8 )

5 建設用資材製造機械 225 － － 225 ( 0.5 )

6 穀 物 用 製 粉 機 142 － － 142 ( 0.3 )

7 木 材 加 工 機 械 2,589 － 202 2,791 ( 5.8 )

8 抄 紙 機 16 － － 16 ( 0.0 )

9 印 刷 機 械 1,967 － － 1,967 ( 4.1 )

10 合成樹脂用射出成形機 1,061 － － 1,061 ( 2.2 )

11 鋳 型 造 型 機 696 － － 696 ( 1.4 )

12 ク ー リ ン グ タ ワ ー － 405 68 473 ( 1.0 )

13 ド ラ ム 缶 洗 浄 機 － 5 － 5 ( 0.0 )

14 ロ ー タ リ ー キ ル ン － 66 － 66 ( 0.1 )

15 重 油 バ ー ナ ー － 549 － 549 ( 1.1 )

16 電 気 炉 － 13 － 13 ( 0.0 )

44,503 1,783 1,814 48,100

5,870 724 701 7,295

計

特　定　施　設　数

法による
届出 県条例

条例による届出
施　設　の　種　類

工 場 ・ 事 業 場 数

　計（％）
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⑵ 特定建設作業に伴う騒音・振動 

 騒音規制法に基づく届出数については、前

年度と比較すると約 23％増加しています。 

 また、振動規制法に基づく届出数について

は、前年度と比較すると約 26％増加していま

す。 

⑶ 自動車騒音・道路交通振動 

 本県における自動車保有台数は、平成 23

年度末で約 320 万台で、ここ 10 年間で 7.0％

増加しています。 

 交通量の増加等により､ 特に交通量の多い

幹線道路周辺地域において、自動車交通に起

因する騒音・振動等の問題が生じています｡ 

 自動車騒音については､ 「道路に面する地

域」の騒音実態を把握するため、県、北九州

市、福岡市及び久留米市が調査を行っていま

す。 

 平成 23 年度において、県及び 3 市で、県内

25 市町 260 路線の調査を行いましたが、昼間

（ 6 ～22 時）、夜間（22 時～ 6 時）の 2 時間

帯すべての環境基準の達成率は、右表のとお

りとなっています。 

⑷ 新幹線鉄道騒音・振動 

 山陽新幹線は、本県では北九州市から福岡

市まで 4 市 2 町を通過し、その延長は約 80 ㎞

で、小倉・博多間では季節列車等を含めて 1 日

平均約 200 本の列車が運行され、1日平均約 4

万人が利用しています｡ 

 平成 23 年度に県、北九州市及び福岡市が実

施した山陽新幹線 14 測線 51 地点の騒音測定

結果で環境基準を達成しているのは 26 地点で

した。この調査は平成 8 年度から 16 年間継

続して実施していますが、騒音レベルの全体

（算術）平均は、図に表すとおり 70 デシベル

前後で推移しています。 

 また、騒音測定と併せて行った山陽新幹線

14測線30地点の振動測定結果は､いずれの地

点においても環境庁長官が運輸大臣に勧告

（昭和 51 年 3 月 12 日）した指針値である 70

デシベルの範囲内でした｡ 

騒音規制法に基づく特定建設作業の届出状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
振動規制法に基づく特定建設作業の届出状況 

 
 
 
 
 
 

 

環境基準達成状況（自動車騒音） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

継続測定地点における新幹線鉄道騒音 

経年変化（山陽新幹線） 

 
 
 
 
 
 
 

63-A

（平成23年度）

(%)

1 く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 285 ( 11.6 )

2 び ょ う 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 5 ( 0.2 )

3 さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 1,587 ( 64.5 )

4 空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 246 ( 10.0 )

5 コンクリートプラント等を設けて行う作業 6 ( 0.2 )

6 バ ッ ク ホ ウ を 使 用 す る 作 業 285 ( 11.6 )

7 トラクターショベルを使用する作業 8 ( 0.3 )

8 ブ ル ド ー ザ ー を 使 用 す る 作 業 39 ( 1.6 )

2,461計

作　　業　　の　　種　　類 届出件数

63-B

（平成23年度）

(%)

1 くい打機等を使用する作業 282 ( 21.2 )

2 鋼球を使用して破壊する作業 0 ( 0.0 )

3 舗装盤破砕機を使用する作業 22 ( 1.7 )

4 ブレーカーを使用する作業 1,025 ( 77.1 )

1,329

作　　業　　の　　種　　類

計

届出件数

63-C

90以上　～　100 193

80以上　～　90未満 31

70以上　～　80未満 23

60以上　～　70未満 9

50以上　～　60未満 2

40以上　～　50未満 1

30以上　～　40未満 1

20以上　～　30未満 0

260

路線数達成率（％）の区分

計

図2-3-3-6　継続測定地点における新幹線鉄道騒音経年変化（山陽新幹線）

60

65

70

75

80

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

（年度）

（dB）

生
活
環
境

（
騒
音
・
振
動
）

－ 60 － － 61 －



 

 九州新幹線については、平成 23 年 3月 12

日に博多・新八代間の開業を受けて、福岡市

及び県で騒音及び振動の測定を実施しました。 

 32側線 48地点の騒音測定の結果、44地点

で環境基準を達成していました。 

 また、32側線 47地点の振動測定結果は､い

ずれの地点においても指針値の範囲内でし

た｡ 

⑸ 航空機騒音 

 県内には、公共用飛行場として福岡空港及

び北九州空港（移転により平成 18 年 3月 16

日に新規開港）が、また、航空自衛隊飛行場

として芦屋飛行場及び築城飛行場があります｡ 

 県では､ 航空機騒音の年次推移及び航空機

の運用状況を把握するため、県内 4か所に航

空機騒音測定装置を設置して、常時測定を行

っていますが、この 4測定局については大き

な経年変化はみられません。 

 平成 23年度に県、北九州市及び福岡市が実

施した航空機騒音調査（短期測定）では、環

境基準を達成している測定地点は、福岡空港

が 19地点中 16地点（前年度 19地点中 16地

点）、芦屋飛行場が 13地点中 12地点（前年度

12地点中 12地点）、築城飛行場が 8地点中 7

地点（前年度 8地点中 7地点）でした。 

 なお、環境基準未達成である 4地点は航空

機騒音対策区域であるため、県では環境基準

未達成飛行場の施設管理者に対して測定結果

を通知するとともに、騒音低減対策の強化を

要望しています。 

⑹ 近隣騒音 

 近隣騒音と呼ばれるものには、カラオケ等

の深夜営業騒音の他、家庭用機器設備（クー

ラー室外機等）や音響機器（ピアノ、ステレ

オ等）の音、ペットの鳴き声等のいわゆる生

活騒音があります。 

 近年、都市化の進展及び生活様式の多様化

に伴い、生活騒音が問題となってきています。 

 この問題は、個人の日常的な生活行動に伴

って発生するものであり、お互いに被害者に

も加害者にもなりうるという特徴を持ち、近

隣関係が大きく影響します。 

 このため、法律や条例で規制の対象とする

ことになじまず、基本的には当事者間で話し

合うなど自主的に解決することが望まれます。 

 
 

航空機騒音測定装置設置場所 

 
 
 
 
 
 

 
常時測定局における航空機騒音の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64-A

対象飛行場 設　置　場　所

　福岡市下水道局筥松第2ポンプ場（福岡市）

　県保健環境研究所（大宰府市）

芦屋飛行場 　島津公民館（遠賀町）

築城飛行場 　弓の師地区学習等供用施設（築上町）

福 岡 空 港

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

（年　度）

（WECPNL） 福岡（福岡市） 福岡（太宰府市）
芦屋 築城

－ 62 － － 63 －



 

２ 騒音・振動防止対策 

⑴ 騒音に係る環境基準の類型指定 

 環境基本法第 16 条に基づき、人の健康を保

護し生活環境を保全する上で、維持されるこ

とが望ましい基準として ｢騒音に係る環境基

準｣ が定められています｡ 

 環境基準に係る騒音評価は、等価騒音レベ

ル
※
により行い、環境基準の類型の当てはめは

知事（市の区域内の地域については、市長）

が行います。 

 本県においては、全ての市町村について類

型指定を行っています｡ 

⑵ 法律等に基づく対策 

 騒音規制法及び振動規制法では、「知事（市

の区域内の地域については、市長）は、騒音・

振動を防止することにより生活環境を保全す

べき地域を指定し、この指定地域内の特定工

場等及び特定建設作業について、騒音・振動

の規制基準を定め規制する」とされています。 

 本県では、全市町村について騒音規制法及

び振動規制法に基づく地域指定を行っており、

指定後は地域の実情の変化に応じ、適切な変

更を行っています。 

 また、自動車交通騒音・振動については、

国が定めた一定限度を超える騒音・振動によ

り道路周辺の生活環境が著しく損なわれる場

合は、「市町村長は、公安委員会等に対して対

策を要請できる」とされています。 

 このほか、騒音については、福岡県公害防

止等生活環境の保全に関する条例により規制

を行っています。 

⑶ 特定工場等の騒音・振動対策 

 騒音規制法では圧延機械等 27 施設、福岡県

公害防止等生活環境の保全に関する条例では

高速切断機等 11 施設を、また、振動規制法で

は液圧プレス等 15 施設を特定施設として定

め、これらの施設を設置する特定工場等を規

制対象としています。 

 

 

 市町村長は、特定施設設置届等があった段

階から、特定工場等から発生する騒音・振動

が規制基準に適合するよう行政指導を行い、

規制基準に適合せず周辺の生活環境が損なわ

れる場合には、計画変更勧告や改善勧告、さ

らに改善命令の措置を行うことができます。 

 工場の騒音・振動防止には、低騒音・低振

動型の機器を採用する等の発生源対策や防

音・防振対策を進めていくことが重要であり、

住宅と工場の混在が著しい地域においては工

場団地を整備する等、土地利用面からの解決

も望まれます。 

⑷ 建設作業に伴う騒音・振動対策 

 騒音規制法ではくい打機等を使用する作業

等の 8 作業を、また、振動規制法ではくい打

機等を使用する作業等の 4 作業を特定建設作

業として定め、規制対象としています｡ 

 市町村長は、特定建設作業に伴い発生する

騒音・振動が規制基準に適合せず周辺の生活

環境が著しく損なわれる場合には、改善勧告

及び改善命令の措置を行うことができます。 

 建設作業の騒音・振動防止には、作業方法

の改良、低騒音・低振動型の建設機械の使用

が有効です。 

⑸ 自動車騒音・振動対策 

 自動車騒音は、自動車本体から発生する騒

音に、交通量、速度、道路構造等の各種要因

が複雑に絡み合っており、交通量の多い幹線

道路沿いで問題になっています。 

 また、道路周辺の振動は、自動車重量、走

行条件、路面の平坦性、舗装状態、路床条件

等の道路構造等が発生要因となっています。 

 したがって、抜本的な問題解決のためには、

自動車本体から発生する騒音の規制及び構造

の改善、走行状態の改善、交通量の抑制、道

路構造の改善、沿道対策等の諸施策を総合的

に推進していく必要があります。 

 平成 23 年度における県、北九州市、福岡市 

 

 
※等価騒音レベル：変動騒音の表し方の一種で、ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表

したものです。単位はデシベル（dB）。 
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動
）

－ 62 － － 63 －



 

及び久留米市の調査結果において、環境基準

の達成率が低い路線の道路管理者に対しては、

騒音対策の強化を要請しています。 

⑹ 新幹線鉄道騒音・振動対策 

 新幹線鉄道の騒音については「新幹線鉄道

和昭（」準基境環る係に音騒 50 年環境庁告示）

及び「新幹線鉄道騒音対策要綱」（昭和 51 年

閣議了解）に基づき、振動については「環境

保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策につ

和昭（」てい 51 年運輸大臣宛環境庁長官通知）

に基づき、環境基準の達成に向け、種々対策

を講じています。 

 特に山陽新幹線沿線においては、関係行政

機関及び関係事業者が連携して、騒音レベル

を 75 デシベル以下とするための「75 デシベ

ル対策」を推進し、これまで、沿線における

居住等の密集状況に応じた 75 デシベル対策

を第１次～第 4 次まで順次実施し、目標を達

成しています。 

 また、九州新幹線については、平成 13 年度

に船小屋・新八代間の本県に係る区間におい

て、平成 18 年度に博多（那珂川）・船小屋間

において、環境基準の地域類型を当てはめる

地域指定を行いました。平成 23 年 3 月 12 日

の博多・新八代間開業をうけて実施した騒

音・振動調査の結果、環境基準を超過してい

た地点について鉄道管理者に対策を要望しま

した。平成 24 年度以降についても継続して調

査を実施することとしています。 

⑺ 航空機騒音対策（関連項目：第８節３） 

 航空機騒音については「航空機騒音に係る

和昭（」準基境環 48 年環境庁告示）に基づき、

県において昭和 58 年に福岡空港、昭和 60 年

に芦屋飛行場及び築城飛行場について、環境

基準の地域類型の当てはめを行いました｡ 

 北九州空港は、周防灘沖合 3 km に位置する 

 

 

 

 

24 時間運用可能な海上空港であり、航空機騒

音による生活環境への影響は低く抑えられて

いますが、運用状況等を見ながら、関係機関

との連携を図り、実態把握に努めていくこと

としています。 

 福岡空港では、離着陸時の騒音を軽減させ

るため、急上昇方式※及びカットバック上昇

方式※並びに低フラップ角度着陸方式※とい

う運行方式が実施されており、また、低騒音

型機が導入されています｡ 

 空港周辺対策については、「公共用飛行場周

辺における航空機騒音による障害の防止等に

関する法律」に基づき実施されています｡ 

 福岡空港は、同法に基づく特定飛行場及び

周辺整備空港に指定されており、空港周辺整

備機構（昭和 60 年設立）が国の委託を受けて、

住宅防音工事の助成、建物の移転補償及び緩

衝緑地帯の整備等を行い、固有事業として再

開発事業及び代替地造成事業等を行っていま

す｡このほか国において、学校、病院等の防音

工事及び共同利用施設整備の助成並びにテレ

ビ受信障害に対する受信料の減額のための助

成等が行われています｡ 

 防「、はていつに場行飛城築び及場行飛屋芦

衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法

律」に基づき、国において、学校、病院、住

宅等の防音工事の助成、建物等の移転補償、

土地の買い入れ、緑地帯の整備、テレビ受信

料に対する助成等の各種施策が実施されてい

ます｡なお、住宅防音工事の助成区域は

75ＷＥＣＰＮＬ※以上の区域（第 1 種区域）で

あり、築城飛行場については平成 4 年に区域

が拡大され、また、芦屋飛行場については配

備機種の変更に伴い、平成 16 年に北九州市

の一部が追加指定されました。 

 
※急上昇方式：離陸時に住宅からの距離の増大を図るため、高度 1,500m 前後まで急上昇を続ける方式。 

※カットバック上昇方式：離陸して一定高度に達した後、エンジン出力を絞った状態で住宅地上空を飛行し、当該地域を通過後

再び出力を上げて、通常の上昇を行う方式。 

※低フラップ角度着陸方式：浅いフラップのまま着陸することにより、機体の空気抵抗の減少に見合うエンジン出力が減少され

る方式。 

※ＷＥＣＰＮＬ：ＩＣＡＯ（国際民間航空機構）で提案された航空機騒音の「うるささ」を表す単位で、音響の強度だけで

はなく、その頻度や発生時間帯などの諸要素を加味して総合的に評価する方法。 

－ 64 － － 65 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 悪臭の現況 

 悪臭防止法では、特定施設の届出義務を規

定せず、規制地域内において事業活動に伴い

悪臭を発生するすべての事業場等を規制対象 

としています。 

 すなわち、小規模の飲食店や農用地も事業

形態がある以上、規制対象となります。 

 また、一般には芳香といわれるコーヒーの

焙煎臭やパン焼きの臭い等も、周辺状況や臭

いの強さによっては悪臭となり得ます。 

 このことから、どの事業者も苦情の対象と

なり得るということを自覚し、臭気対策に配

慮することが大切です。 

 

２ 悪臭防止対策 

 悪臭防止法に基づき、知事（市の区域内の

地域については市長）は県内全市町村につい

て規制地域を指定し、規制基準を設定してい

ます。 

 従来は、アンモニアや硫化水素など、不快

な臭いの原因となる 22 種類の特定悪臭物質

について、物質ごとに濃度基準を定め規制す

る物質濃度規制が行われてきました。 

 しかし、規制地域の中に自然的、社会的条

件から判断して、物質濃度規制では生活環境

を保全することが十分でないと認められる区

域があるときは、当該区域について物質濃度

規制に代えて臭気指数規制※（人が感じる臭い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の強さを基準とする規制）により規制するこ

とができます。 

 臭気指数は、人の嗅覚によって臭気を測定

するため、複数の臭いが入り混じった複合臭

や未規制物質への対応が可能であること、特

定悪臭物質濃度測定方法より分析費が安価で

あること等の長所があります。 

 現在、14 市 9 町が臭気指数規制を導入して

おり、その他の市町村についても、臭気指数

規制の導入を推進していきます。 

 悪臭は、他法令の規制対象施設から発生す

ることも多く、自治体間及び関係機関との連

携が重要であるため、県では、市町村を対象

とした研修会を毎年開催するとともに、工

場・事業場等に対する指導・助言を市町村と

協力して進めています。 

第４節 悪臭 
【環境保全課】

〔悪臭防止法〕

 
 悪臭防止法は、工場・事業場から発生する不快な臭いによって、生活環境が損なわれ

ることを防ぐためのもので、従来は、悪臭の原因となる特定物質の濃度を規制すること

で対応してきました。 

 近年では、身近な飲食店等のサービス業に対する苦情が増加傾向にあり、従来の物質

濃度規制による対応が難しくなってきているため、「臭気指数」という人の嗅覚によって

臭いの強さを測定する方法を取り入れることを推進しています。 

※臭気指数規制：人の嗅覚により「におい」の強さを測定し評価する方法により規制を行うものです。この測定方法は「嗅
　覚測定法」と呼ばれ、測定したい「におい」を希釈していき、においを感じなくなった時点の希釈倍数（臭気濃度）の対
　数を10倍した数値（臭気指数）で、においの強さを表します。
　　　　　　　臭気指数＝10×log[臭気濃度]
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悪臭防止法に基づく規制地域及び規制内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1  臭気指数 12は、「何のにおいであるかがわかる弱いにおい」を表します。

※2  臭気指数 15は、「らくに感知できるにおい」を表します。

悪臭防止法に基づく規制地域及び規制内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1  臭気指数 12は、「何のにおいであるかがわかる弱いにおい」を表します。

※2  臭気指数 15は、「らくに感知できるにおい」を表します。

規制方法 市町村名 規制内容

飯塚市、筑後市、行橋市、
豊前市、中間市、筑紫野市、
春日市、大野城市、太宰府市、
古賀市、福津市、うきは市、
篠栗町、須恵町、新宮町、
粕屋町、遠賀町、小竹町、
桂川町、大任町

A区域及びB区域に分けて規制
（A区域は臭気指数12、B区域は臭気指数15※2）

臭気指数規制及び
旧八女市、旧立花町の区域は、全域臭気指
数12で規制

物質濃度規制
旧黒木町、旧星野村、旧矢部村は全域A区
域として物質ごとに規制

上記以外35市町村 全域A区域として物質ごとに規制
物質濃度規制

直方市、水巻町 A区域とB区域に分けて物質ごとに規制

臭気指数規制

全域臭気指数12※1
で規制

朝倉市、苅田町

八女市
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１ 地盤沈下の現況 

 本県及び佐賀県にまたがる筑後・佐賀平野

には､有明粘土層と呼ばれる沖積
ちゅうせき

層（沖積粘

土層）※が分布していますが、含水比が高く

極めて軟弱であるため､地下水位の低下によ

る地盤沈下が生じやすいといわれています｡ 

 筑後平野の地盤沈下は、昭和 45年に実施さ

れた国土地理院の 1級水準測量で沈下の兆候

が認められ、さらに昭和 48 年～49 年の測量

で年間最大約 5㎝の沈下が認められました。 

 地盤沈下は筑後平野南部の柳川市、みやま

市等の地域で､主として農用地において発生

し､地元農家に被害が生じていました。このた

め､昭和 50年代後半から九州農政局などによ

り原因究明調査が実施されましたが、地盤沈

下の原因が特定されるまでには至っていませ

ん。 

 地盤沈下の実態を把握するためには､広範

囲にわたる地盤沈下量の観測を実施する必要

があるため､県では、 5市 1町（大牟田市､柳

川市､筑後市、大川市、みやま市、大木町）に

水準測量観測点を設置し､昭和 60年から地盤

沈下の観測を行っています。 

 本県で観測された沈下量は､過去最大値で

11.8cm/年（昭和 62年 2月）､累計沈下量は､

最大値で 80.2cm（昭和 60年 3月～平成 24年

2月）に達していますが、近年は一部で隆起

傾向が見られる地域もあります｡ 

 平成 23年度は、207点の観測を実施しまし

た。 

 平成 23年 2月から平成 24年 2月の単年度

の最大沈下量は約 2.7cm、最大隆起量は約

1.0cm と、大きな変動はみられず、全般的に

は地盤の変動は落ち着いてきています。 

 

２ 地盤沈下対策 

 筑後平野における地盤沈下の防止と地下水

の適正な保全を図り､同地区の実情に応じた

総合的な対策を推進するため､国や県などに

より、地盤沈下の観測､地下水位や地下水採取

量の調査のほか､地盤沈下対策に関連した事

業として､地盤沈下に起因して排水不良とな

った農地等では湛水防除事業が実施されてい

ます｡ 

 また、国は平成 3年 3月､｢筑後・佐賀平野

地盤沈下防止等対策要綱推進協議会｣（事務

局：国土交通省水管理・国土保全局）を設置

し、地盤沈下防止等のための情報交換を実施

しています｡ 

 県では、平成 3年 9月､庁内に｢福岡県筑後

平野南部地区地盤沈下・海底陥没対策協議会｣

第５節 地盤沈下 
【農村森林整備課・環境保全課】

 
 県では、筑後平野における地盤沈下の実態を把握するため、大牟田市､柳川市など 5

市 1町に水準測量観測点を設置し､地盤沈下の観測を行っています｡ 

 また､筑後平野における地盤沈下の防止と地下水の適正な保全を図り､同地区の実情

に応じた総合的な対策を推進するため､地盤沈下の観測､地下水位や地下水採取量の調

査のほか､地盤沈下に起因して排水不良となった農地等を対象に湛水
たんすい

防除事業※を実施

しています｡ 

湛水
たんすい

防除事業：立地条件の変化によって排水不良となった地域にポンプ等の排水施設を設置し、田畑などの冠水被害を未然

に防ぐものです。 

※

※

 沖積
ちゅうせき

層：最後の氷期の最低温期（約 2万年前）以後に台地を刻む谷を埋めて堆積した、軟らかで水を含んだ粘土・泥炭など

です。（出典：広辞苑第 6版）  

生
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）
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（事務局：農林水産部農村森林整備課）を設

置し、対策について協議するとともに、平成

13 年 3 月には､「福岡県筑後平野南部地区地

盤沈下対策構想」を策定しています。 

（隆起） （単位：ｍｍ）

市町村 Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

大川市 10.6 4.2 3.7 6.7 1.3 1.1 6.8 0.2 4.1 13.1

柳川市 32.2 55.6 155.4 44.7 27.5 13.6 3.0 9.8 3.0 3.2 6.0

三橋町 3.9 1.6 4.1 7.2 3.5 5.5 1 1.7 3 8.7

大和町 14.0 33 67.8 42.2 11.7 7.2 2.1 3.1 5.3 0.8 0.5 4.8

高田町 1.9 15.4 39.7 42.3 18.5 10.3 2.0 2.2 2.3 1.9 0.9 1.3

瀬高町 3.8 44.4 1.1 6.5 3.0 7.4 1.1 2.7 1.9 2.4 0.6 4.8

筑後市 3.5 0.4 3.1 0.8 2.6 4.6

大木町 1.7 3.3

大牟田市 3.7 18.4 23.1 11.0 5.8 4.5 5 0.3 2.1 0.9 1.0

最大値 32.2 55.6 155.4 44.7 27.5 13.6 4.5 9.8 5.3 4.1 0.9 13.1

（沈下） （単位：ｍｍ）

市町村 Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

大川市 -11.4 -3.9 -5.8 -2.0 -11.7 -11.5 -6.6 -11.4 -3.4 -16.1

柳川市 -4.4 -145.3 -22.3 -2.0 -3.3 -7.8 -9.4 -7.0 -16.0 -10.1 -20.8 -27.9

三橋町 -1.5 -8.3 -6.8 -2.1 -10.3 -1.8 -11.6 -5.8 -7.4 -8 -7.9 -0.1

大和町 -5.8 -37.2 -30.5 -0.4 -14.5 -11.3 -5.7 -6 -5.4 -5 -5.4

高田町 -10.6 -5.6 -7.6 -2.1 -4.7 -1.0 -4.1 -5.5 -2.7 -46.6 -4.3 -2.1

瀬高町 -3.9 -5.4 -49.6 -1.1 -9.0 -8.4 -7.2 -3.8 -6.2 -2.6 -6.1

筑後市 -5.9 -2.7 -1.7 -4.0 -5.7 -0.4 -3.3

大木町 -9.5 -0.6 -0.1 -2.3 -0.3 -1.2 -4.9 -0.3 -0.9 -6.1

大牟田市 -7.7 -2.8 -23.0 -5.7 -2.3 -1.4 -3.0 -1.6 -2.3 -2.8 -1.9 -1.4

最大値 -10.6 -145.3 -49.6 -5.8 -10.3 -14.5 -11.6 -7 -16 -46.6 -20.8 -27.9

（単位：cｍ）

Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

最大隆起量 3.22 5.56 15.54 4.47 2.75 1.36 0.45 0.98 0.53 0.41 0.09 1.31

最大沈下量 -1.06 -14.53 -4.96 -0.58 -1.03 -1.45 -1.16 -0.70 -1.60 -4.66 -2.08 -2.79

水準点変動量一覧表
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地盤変動観測結果
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１ 市街地等土壌汚染対策 

【環境保全課】 

〔土壌汚染対策法〕 

⑴ 土壌汚染対策の現況 

 近年、土地取引時等の自主的な土壌調査に

より土壌汚染が判明する事例が増加しており、

汚染土壌の適切な管理への不安が懸念されて

います。 

福岡県は、水道未普及人口が約 35万人と全

国最多であり、土壌汚染周辺地区での井戸水

飲用による県民リスクを低減することが特に

重要です。  

本県では、土壌汚染を起因とした県民の健

康被害を防止するため、土壌汚染が判明した

場合には、周辺地下水の汚染状況の把握や周

知に努め、土壌汚染対策法に基づき、汚染原

因者に対し適切な対策を指導しているところ

です。 

⑵ 県内の土壌汚染事例と措置の状況 

 県内では平成 23 年度末現在、法に基づく

「要措置区域」が福岡県で 2件、「形質変更時

要届出区域」が福岡県で 6件、北九州市で 12

件、福岡市で 3件、指定されています。 

 また、指定区域及び自主的な調査によって

土壌汚染が判明した事例において、汚染土壌

の除去や浄化などの措置が進められています。 

県では、周辺の飲用井戸の地下水調査を実

施し、周辺住民等にその結果を周知するとと

もに、措置を継続中の汚染原因者等に対し土

壌の汚染状態に応じた措置を指導しました。 

土壌汚染対策法の施行状況（平成 23年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 今後の取組 

 県では、水質汚濁防止法や廃棄物処理法等

に基づき、新たに土壌汚染が生じないよう事

業者を指導します。 

 一方、過去に生じた土壌汚染については、

法に基づく調査や自主的な土壌調査等を通じ

て把握していくことになります。 

 汚染が確認された場合には、汚染の状況や

周辺の地下水の利用状況を踏まえ、県におい

て周辺地区での地下水調査を実施するととも

に、汚染原因者や土地所有者に対し土壌の除

去等の措置を指導します。また、土壌汚染の

状況や周辺地下水の調査結果等について、周

辺住民等に速やかに情報提供を行います。 

 

第６節 土壌汚染対策 
【環境保全課、食の安全・地産地消課】

 土壌汚染対策法に基づき、土地所有者等に対し調査・対策の指導を行うとともに、土壌汚

染が判明した土地の周辺地下水の汚染状況の把握や周知に努めています。 

 また、大牟田市における鉱業活動（亜鉛製錬）に由来する農用地のカドミウム汚染につい

て、県では、昭和48年 8月、平成 5年 6月、16年11月に大牟田市の一部を農用地の土壌の汚

染防止等に関する法律に基づく農用地土壌汚染対策地域に指定し、汚染対策を実施しています。 

2条調査の結果報告件数 0 1 1 /

2条ただし書の確認件数 00 2 0 /

3条届出件数 117 48 32 04

3条2項調査命令件数 / 2 2 /

4条調査命令件数 / / / /

5条要措置区域指定件数＊ 1 / / /

11条形質変更時要届出区域指定件数＊ 5 01 2 /

03条申請件数 6 1 2 /

11条汚染土壌処理業許可件数＊ 3 2 / /

注）｢福岡県｣の件数には、北九州市、福岡市、久留米市の
件数を含みません。＊印の項目は、平成24年3月31日現在
の件数です。

久
留
米
市

福

岡

県

北
九
州
市

福

岡

市

土壌汚染対策法の施行状況（平成 23 年度）
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２ 農用地土壌汚染の現況 

【食の安全・地産地消課】 

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

（法律 139 号）では、カドミウム、銅、ヒ素

といった特定有害物質による農用地の土壌の

汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農

用地の利用の合理化を図るために必要な措置

を講じることとしております。 

 県内には、大牟田市に鉱業活動（亜鉛製錬）

に由来するカドミウム汚染地域があり、県は

基準値を超える米が生産される地域を農用地

土壌汚染対策地域に指定し、玄米中のカドミ

ウム濃度調査や汚染防止対策等を実施してい

ます。 

 平成 23 年度は表のとおり、7 地点で玄米中

のカドミウム濃度調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 農用地土壌汚染対策 

【食の安全・地産地消課】 

 大牟田市における農用地土壌汚染対策は、5

つの対策地域（昭和開、昭和開西部、昭和開

北部、北部、南部）を中心に客土や農作物技

術対策指導等を実施しています。 

 昭和開地域は平成 7 ～11年度に38.19ヘク

タールの客土工事を実施し、平成 10～13 年度

のカドミウム調査で問題ない、との結果とな

りましたので、平成 17 年 2 月に対策地域の指

定を解除しました。 

 昭和開西部地域は平成 17 年～ 21 年度に

44.53 ヘクタールの客土工事を実施し、平成

19～21 年度のカドミウム調査で問題ない、と

の結果となりましたので、平成 23 年 6 月に対

策地域の指定を解除しました。 

 昭和開北部地域は平成 21～25 年度まで

55.42 ヘクタールの客土工事を実施すること

としています。 

 客土工事が完了していない地域等において

は、カドミウムの吸収抑制対策として、農作

物技術対策の指導や土壌改良資材の購入費に

対する補助等を実施しています。 

⑴ 客土 

 汚染土の上に非汚染土を 30cm 盛る、上乗客

土工事を実施しています。その効果を確認す

るため、客土完了後に玄米中のカドミウム濃

度調査を実施します。 

⑵ 農作物技術対策指導 

 水田におけるカドミウム吸収抑制のため、

水稲の湛水管理などの技術指導を関係機関が

一体となって行っています。 

⑶ 土壌改良資材の購入費に対する補助 

 農作物のカドミウム吸収抑制を図るため、

客土が完了していない対策地域等の関係農家

を対象に、カドミウムの吸収抑制に有効な土

壌改良資材の購入費について補助を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地点名 分析値(ppm)

No.1 0.24

No.2 0.13

No.3 0.18

No.4 0.06

No.5 0.13

No.6 0.19

No.7 0.17

平成 23年度玄米中のカドミウム濃度調査結果

（農用地土壌汚染対策地域内）

（注）食品衛生法に基づく米のカドミウムの基準
　　値は0.4ppm以下（玄米・精米）
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第７節 化学物質対策 

                                   【環境保全課】 

 
現代社会においては、多様な化学物質が利用されており、環境中には多くの種類の化学

物質が存在します。 
 県では、ダイオキシン類などの有害化学物質による環境汚染防止対策の促進や、ＰＲＴ

Ｒ法に基づく化学物質の適正管理の促進を図っています。 

１ 化学物質による新たな環境問題 
 これまで、私たちは様々な化学物質を大量に

利用することで快適な生活を実現してきました。

化学物質は、工業用原料として用いられる基礎

的な化学製品から、合成洗剤、化粧品、農薬、

医薬品といった身近な製品に至るまで広く利用

されています。便利で豊かな現代社会は、この

ような化学物質に支えられているといっても過

言ではありません。 
 しかし、一方で、化学物質の中には製造や使

用、廃棄の過程で人の健康や生態系に悪影響を

及ぼしたり、環境汚染をもたらすものがありま

す。 
 近年ではダイオキシン類や外因性内分泌かく

乱化学物質（環境ホルモン）問題への関心が高

まっています。 
 現在、国内で流通している化学物質は数万種

とも言われ、さらに毎年膨大な数の化学物質が

生成されており、問題が明らかになるたび、物

質ごとに規制を行う対応だけでは難しい面があ

ります。 
 元来の規制的手法に加え、包括的、計画的対

応が求められている中で、化学物質の新たな管

理の仕組みとしてＰＲＴＲ制度が平成 13 年度

から導入されています。 
 

２ ダイオキシン類問題 
〔ダイオキシン類対策特別措置法〕 

 ダイオキシン類は、ゴミの焼却による燃焼過

程の他、金属の精錬過程や紙などの塩素漂白過 

程など、様々なところで発生します。そのため、

環境中には広く存在していますが、量は非常に

わずかです。 
           ダイオキシン類とは  
   ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン 
  （ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン 
  （ＰＣＤＦ）及びコプラナーポリ塩化ビ 
  フェニル（コプラナーＰＣＢ）を総称し 
  てダイオキシン類といいます。 
   ダイオキシン類は、無色無臭の固体で 
  ほとんど水に溶けませんが、脂肪などに 
  は溶けやすい性質を持っています。 
   また、ダイオキシン類は、酸、アルカ 
  リをはじめとする他の化学物質とは容易 
  に反応しない安定した性質を持っていま 
  すが、太陽からの紫外線で徐々に分解さ 
  れるといわれています。 
   なお、ダイオキシン類の毒性の強さは、 
  最も毒性が強い「2,3,7,8-四塩化ジベン 
  ゾ-パラ-ジオキシン」を 1 としてそれぞ 
  れの異性体ごとの係数（毒性等価係数： 
  ＴＥＦ）により換算した毒性を合計した 
  値（毒性等量：ＴＥＱ）で表します。 
 
 
ダイオキシン類は、「人工物質として最も強

い毒性を持つ物質である」といわれていますが、

これは日常の生活の中で摂取する量の数十万倍

の量を摂取した場合の急性毒性のことで、私た

ちが日常生活の中で摂取する量により急性毒性

が生じるようなことは考えられません。 
 このようなダイオキシン類について、施策の

基本とすべき基準等や事業に係る措置等を定め
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た「ダイオキシン類対策特別措置法」が平成11

年 7月に公布され、平成12年 1月から施行され

ました。 
 この法律の施行などにより、我が国における

ダイオキシン類の排出量は確実に減少していま

す。 
 ダイオキシン類の排出量の削減については、

国が平成12年 9月に「我が国における事業活動

に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減す

るための計画」を定め、削減目標を「平成14年

度末において平成 9年に比べ約90％削減する。」

としました。平成15年の推計排出量において

95％削減し、削減目標は達成されています。 

その後、国は平成17年 6月に削減計画を変更

し、新たに「平成22年におけるダイオキシン類

の推計排出量を平成15年比で約15％削減する。」

と定めました。平成22年に平成15年比で約59％

削減され、新たな削減目標も達成されています。 

 国は、平成24年 8月に、「近年の環境の改善

状況にかんがみ、改善した環境を悪化させない

ことを原則に、可能な限り排出量を削減する努

力を継続する」ことを前提として、当面の間の

事業分野別の推計排出量に関する削減目標量を

定めています。 
 

日本におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量 
   単位：g-TEQ／年 

（参考）推計排出量 
事業分野 削減目標量 

平成9年 平成15年 平成22年 

１ 廃棄物処理分野 106 7,205～7,658 219～244 94～95 

(1)一般廃棄物焼却施設 33 5,000 71 33 

(2)産業廃棄物焼却施設 35 1,505 75 29 

(3)小型廃棄物焼却炉等  91 22）象対制規法（
 

(4)小型廃棄物焼却炉（法規制対象外） 16 
700～1,153 73～98 

13～14 

２ 産業分野 70 470 149 61 

(1)製鋼用電気炉 31.1 229 80.3 30.1 

(2)鉄鋼業焼結施設 15.2 135 35.7 10.9 

(3)亜鉛回収施設 3.2 47.4 5.5 2.3 

(4)アルミニウム合金製造施設 10.9 31.0 17.4 8.7 

 

(5)その他の施設 9.8 27.3 10.3 8.8 

３ その他 0.2 1.2 0.6 0.2 

合 計 176 7,676～8,129 368～393 155～156 

  資料)「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(平成24年８月、 

環境省） 
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(1) ダイオキシン類に係る環境調査 

ア 概況調査の結果 
 環境中におけるダイオキシン類濃度の実態を

把握するため、国、県、北九州市、福岡市など

が、大気、水質、底質、土壌などの概況調査を

実施しています。 
(ｱ) 大気環境 
 10市 1町の22地点において調査を実施した

結果、すべての調査地点で環境基準に適合して

いました。  
(ｲ) 公共用水域の水質 
 海域14地点、河川54地点及び湖沼2地点におい

て調査を実施した結果、すべての調査地点で環

境基準に適合していました。 
(ｳ) 公共用水域の底質 

海域9地点、河川38地点及び湖沼1地点におい

て調査を実施した結果、すべての調査地点で環

境基準に適合していました。  
(ｴ) 地下水環境 

10市１町１村の23地点において調査を実施し

た結果、すべての調査地点で環境基準に適合し

ていました。  
(ｵ) 土壌環境 

11市２町１村の33地点において調査を実施し

た結果、すべての調査地点で環境基準に適合し

ていました。  
 

平成23年度ダイオキシン類概況調査実施状況（地点数） 

公共用水域 媒 体 名 大気 
水質 底質 

地下水 土壌

環 境 省 1 － － － － 国 

国土交通省 － 7 6 － － 

県 6 12 12 7 11 

北九州市  4 21 5 1 5 

福 岡 市 7 17 17 7 14 
政中 
令核 
市市 

久留米市  2 3 3 2 2 

その他市町村 2 10 5 6 1 

計 22 70 48 23 33 

 
 

 

大気環境調査結果（平成23年度） 
単位：pg-TEQ/ｍ3 

調査区分 調 査
地点数

測定範囲 環境
基準

一 般環境 12 0.014～0.044  
発生源周辺 8 0.011～0.047 
沿   道 2 0.015～0.016  

0.6

 

 
公共用水域の水質調査結果（平成23年度） 

単位：pg-TEQ/L 

調査区分 調 査
地点数

測定範囲 環境
基準

海  域 14 0.040～0.41 
河  川 54 0.037～0.76 
湖  沼 2 0.092～0.25 

1 

 

 

公共用水域の底質調査結果（平成23年度） 
単位：pg-TEQ/g 

調査区分 調 査
地点数

測定範囲 環境
基準

海 域 9 1.5～25 
河 川 38 0.050～24 
湖 沼 1 7.0 

150

 
 

地下水環境調査結果（平成23年度） 
単位：pg-TEQ/L 

調査地点数 測定範囲 環境
基準

23 0.022～0.069 1 

 

 
土壌環境調査結果（平成23年度） 

単位：pg-TEQ/ｇ 

調査区分 調 査
地点数

測定範囲 環境
基準

一 般環境 29 0.0028～14

発生源周辺 4 0.0041～5.5 
1000

注：土壌については、環境基準のほか、必要な調査を

実施する目安として調査指標が設定されている。（調

査指標：250pg-TEQ/ｇ） 
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イ モニタリング調査  
 本県ではダイオキシン類環境調査において、

環境基準を超過した箇所についてモニタリング

調査を実施しています。 

過去に、有明海・塩塚川・隈川・堂面川で環

境基準を超過したダイオキシン類を検出し、数

年間のモニタリング調査を実施しました。 

その結果、その後の環境基準の超過がないこ

とを確認し、基準超過は一時的なものであった

と評価しています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去のモニタリング調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

筑後川

二ッ川放水路

沖端川

塩塚川

下田橋

矢部川

隈川

甘木川

白銀川

堂面川

有明海

●

三池干拓内橋

新堂面橋

St-６

●●

●
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(2)  発生源対策 

ア 特定施設設置者による測定状況 
 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大

気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置

者は排出ガス・排出水についてダイオキシン類

による汚染状況の測定を実施しています。 

 また、廃棄物焼却炉である特定施設の排出ガ

ス・排出水の測定を行う場合は、併せてばいじ

んおよび焼却灰その他燃え殻についても測定を

実施して報告を行っています。 

 平成23年度中に北九州市に報告された排出ガ

ス測定結果で、 1 施設で排出基準を超過してい

ましたが、北九州市が原因調査と改善対策の実

施指導の結果、排出基準に適合しております。 

燃え殻等の処分を行う場合には、当該燃え殻

等に含まれるダイオキシン類の量が3ng-TEQ/g

以内となるように処理することが義務づけられ

ています。そのため、各事業者に対し、燃え殻

等の適正な処分の実施について徹底を図ってい

ます。 

なお、未測定事業者については、ダイオキシ

ン類対策特別措置法の周知を徹底し、自主測定

の実施を強く指導しています。 

 
イ 行政による立入測定状況 
 ダイオキシン類対策特別措置法の適正な施行 

を確保するため、県、政令市及び中核市におい

て特定施設設置事業者に対して立入測定を実施

しています。 
 このうち、北九州市が実施した測定において、

大気基準適用の 1 施設で排出ガスの排出基準を

超過していたため、北九州市が原因調査と改善

対策の実施を指導し、排出基準に適合するよう

に改善しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者による測定結果【排出ガス】(平成23年度） 

 
特定施設の種類

 
対  象 
施 設 数 

報  告 
施 設 数 

排 出 基 準

超 過 施 設 数

福 岡 県 198  106 0

北九州市  52  42 0

福 岡 市  23  21 0

廃棄物

焼却炉

久留米市  20  11 0

福 岡 県  23  22 0

北九州市 13  10 1

福 岡 市  0   0 0
その他

久留米市 3   0 0

計  332 212 1 

 
事業者による測定結果【排出水】(平成23年度) 

 対  象

事業場数

報   告 
事 業 場 数 

排 出 基 準 超 過

事 業 場 数

福 岡 県  7  7 0

北九州市  7  6 0

福 岡 市  3  3 0

久留米市  1  1 0

計 18 17 0

 
事業者による測定結果【燃え殻等】(平成23年度) 

区 分
対  象

施 設 数

報  告 
施 設 数 

処 分 基 準

該 当   施   設   数

福 岡 県 193 96 1

北九州市 48 38 1

福 岡 市 23 17 0

久留米市 19  10  0

燃え殻

計 283 161 2

福 岡 県 145  77 5

北九州市  43  32 0

福 岡 市  23  21 0

久留米市  13   9 0

ばいじん

計 224 139 5

 
行政による立入測定結果(平成23年度) 

区 分 検 査 数 排 出 基 準

超 過 施 設 数

福 岡 県  4 0

北九州市  9 1

福 岡 市  3 0

 

大気基準 

適用施設 
久留米市  1 0

福 岡 県  2 0

北九州市  5 0

福 岡 市  0 0

 
水質基準 
適用施設 

久留米市  0 0

計 24 1
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(3)  大牟田川環境対策事業 
ア 概要 

平成12年度に大牟田川において高濃度のダイ

オキシン類が検出されたため、直ちに河川護岸

の応急補修工事を行うとともに学識者で構成す

る「福岡県公害専門委員大牟田川ダイオキシン

対策会議」を設置し、原因解明や対策工法等の

検討を行い、平成19年度から対策事業を実施し

ています。 

対策事業は、大牟田川の一部を新たな河川に

付け替えた後に、大きく湾曲した河川下部の汚

染土壌を、連続地中壁及び覆土等により封じ込

めを行うことにより恒久的な対策を図るもので

す。 

平成21年度から平成23年度にかけて河川の付

替工事を実施し、河川付替えを完了しています。

さらに平成24年度からは汚染区間の封じ込め工

事に着手しており、平成25年度の事業完了を予

定しています。 

イ モニタリング調査結果 

大牟田川において過去にダイオキシン類に係

る水質の環境基準超過が判明したため、大牟田

川の 2 地点（五月橋、東泉橋）、河口周辺の有

明海の 2 地点（St-2、St-10）でダイオキシン類

のモニタリング調査を実施しています。 

河川護岸の応急補修工事により水質は大幅に

改善されており、平成15年度以降の調査結果で

は全ての地点で環境基準に適合しています。 

河川の付替えと平成24年度からの封じ込め工

事による恒久対策が完了することで、大牟田川

の水質は将来的にも安定が図れると考えていま

す。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

大牟田川環境対策事業計画概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

モニタリング調査結果 

                          単位：pg-TEQ/L  

年度  東泉橋 五月橋 St-2 St-10

目地補修前 
H12.5.18
H12.6.27

 
39 
37 

 
93 
79 

 
－ 
－ 

 
－ 
－ H12

目地補修後 
H12.9.8 

 
1.7 

 
3.3 

 
－ 

 
－ 

H13 年平均値 2.3 2.3 0.57 0.82

H14 年平均値 1.0 1.1 0.28 0.60

H15 年平均値 0.48 0.69 0.18 0.21

H16 年平均値 0.63 0.68 0.31 0.51

H17 年平均値 0.50 0.64 0.46 0.88

H18 年平均値 0.50 0.50 0.30 0.56

H19 年平均値 0.47 0.42 0.53 0.35

H20 年平均値 0.50 0.90 0.49 0.99

H21 年平均値 0.29 0.37 0.36 0.60

H22 年平均値 0.55 0.59 0.34 0.70

H23 年平均値 0.39 0.40 0.26 0.57 
環境基準：年平均値：1pg-TEQ/L 
目地補修工事：平成12年8月25日～31日 

 
大牟田川関連モニタリング調査地点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4) 久留米市ＪＲ荒木駅周辺における土壌等の

汚染 
ア 概要 

 平成19年度に久留米市ＪＲ荒木駅構内の九州

新幹線工事現場において、基準値を超過するダ

イオキシン類及び農薬類（ＰＣＰ、ＢＨＣ）が

検出されました。 

 県と久留米市は、周辺への影響の有無を確認

するため、周辺民家等の地下水（井戸）及び公

園の土壌調査を実施するとともに、隣接する農

薬工場跡地の土地所有者等に対し調査の実施を

指導しました。 

  調査の結果、 1 井戸から基準値を超過する農

薬（ＢＨＣ）が検出されましたが、土壌は基準

値未満でした。 

 

 

 

 

 

 

  隣接する農薬工場跡地等については、土壌及

び地下水から基準値を超過するダイオキシン類

及び農薬類が検出されました。 

イ 対策 

 汚染の範囲等が判明した箇所から対策を実施

することとしており、新幹線工事現場及びＪＲ

九州用地の汚染土壌について、掘削・除去工事

が完了しています。 

 農薬工場跡地については、県と久留米市の指

導のもと、対策実施計画が土地所有者によって

策定され、平成21年10月に地元と合意し、平成2

2年 6 月に対策工事に着手しました。県では、こ

の計画が着実に実施されるよう久留米市ととも

に指導しています。 
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ウ 県内の届出における業種別内訳 

 届出状況を業種別に見ると、届出事業所数

では、燃料小売業が過半数を占めるほか、割

合が特に高い業種はありません。 

 届出排出量では、輸送用機械器具製造業な

ど製造業 4業種がそれぞれ 10％以上の割合を

占めるなど、業種により分散しています。 

 届出移動量では、化学工業が約 54％を占め、

鉄鋼業、金属製品製造業を合わせた上位 3業

種で全体の約 8割を占めます。 

 

届出排出量の業種別内訳 

 
 
 
 

８１－Ｂ 
 
 
 
 
 
エ 県内の届出における市町村別内訳 

 届出状況を市町村別に見ると、大気への排

出量では、北九州市、苅田町、宮若市など各

種の製造業が盛んな市町が上位を占めます。 

 公共用水域への排出量では、化学工業、下

水道業や特別管理産業廃棄物処分業などが立

地する北九州市、福岡市、大牟田市の上位 3

市町で全体の約 9割を占めます。 

 廃棄物としての移動量では、化学工業や鉄

鋼業などが盛んな北九州市、大牟田市の上位 2

市で全体の約 8割を占めます。 

オ 



⑶ ＰＲＴＲ制度の活用による今後の化学物質

対策 

 ＰＲＴＲ制度により、事業者は、様々な箇

所からの環境への排出量を把握し、行政に届

け出ることになります。 

 この制度を単なる届出制度で終わらせるの

ではなく、事業者が化学物質の自主的な管理

の改善を進め、化学物質のリスクに対しての

危機管理意識を持ち、環境への無駄な排出を

抑制できるよう、さらなる啓発に努めていき

ます。 
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廃棄物としての移動量の市町村別内訳 

 
 
 

８２－Ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

届出排出量と届出外排出量合計の上位 10物質 

〔合計：6,713トン〕

鞍手郡鞍手町 1%

朝倉郡筑前町 2%

北九州市
48%

朝倉市 1%

田川市 1%

筑後市 2%

京都郡苅田町 2%

福岡市 2%

大牟田市
32%

久留米市 1%

その他 9%

廃棄物としての移動量の市町村別内訳

届出排出量と届出外排出量合計の上位 10 物質

直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸及びその塩

4%

クロロジフルオロメタン
4%

ジクロロベンゼン
4%

ノルマルヘキサン
4%

塩化メチレン
3%

ベンゼン
2% その他

17%

アルキル
エーテル

7%

エチル
ベンゼン

8%

キシレン
17%

トルエン
30%
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４ 外因性内分泌かく乱化学物質（環境ホ

ルモン）問題 
(1) 外因性内分泌かく乱化学物質 
 外因性内分泌かく乱化学物質とは、動物の

生体内に取り込まれた場合に、正常なホルモ

ン作用に影響を与える外因性の物質のことで

す。 

 環境中に存在するいくつかの化学物質が、

動物の体内のホルモン作用をかく乱し、生殖

機能を阻害したり、悪性腫瘍を引き起こすな

どの悪影響を及ぼしている可能性があるとの

指摘がなされています。 

(2) 外因性内分泌かく乱化学物質問題への取

組 
 外因性内分泌かく乱化学物質については、

科学的に未解明な点が多くあります。そこで、

平成 10年度にその対応方針として環境省にお

いて「環境ホルモン戦略計画 SPEED'98」が取

りまとめられたのを始め、各種実態調査やリ

スク評価が取り組まれています。 

 現在までに 4 物質について魚類への予測無

影響濃度が示されており、この濃度以下では、

ほ乳類に対する環境ホルモン作用は確認され

ていません。 

 県では、この 4物質のうち 4-tert-オクチル

フェノールとノニルフェノールの 2物質につ

いて、平成 14 年度から平成 19 年度まで毎年

県内 9地点（平成 19年度のみ７地点）で調査

地点を変えて調査を実施してきましたが、両

物質とも魚類への予測無影響濃度を超過した

地点はありませんでした。  

県内公共用水域における内分泌かく乱化学物質 
調査結果（直近 3年分） 

4-tert-
ｵｸﾁﾙ
ﾌｪﾉｰﾙ   市町村名 河川名 

(μg/L)   

 吉富町 黒 川 0.007 0.22 

平 豊前市 岩岳川 0.010 0.19 

成 豊前市 角田川 <0.003　　　 0.08 

17 久山町 久原川 <0.003　　　 0.09 

年 前原市 長野川 <0.003　　　 0.13 

度  二丈町 加茂川 <0.003　　　 0.11 

 二丈町 福吉川 <0.003　　　 0.09 

 八女市 矢部川 <0.003　　　 0.09 

 八女市 星野川 <0.003　　　 0.12 

 行橋市 江尻川 <0.003　　　 0.10 

平 築上町 真如寺川 <0.003　　　 0.07 

成 築上町 上ﾉ河内川 <0.003　　 <0.05 

18 大刀洗町 小石原川 <0.003　　　 0.08 

年 大刀洗町 佐田川 <0.003　　　 0.09 

度 朝倉市 桂 川 <0.003　　　 0.09 

 うきは市 隈ﾉ上川 <0.003　　　 0.08 

 立花町 辺春川 0.004 0.13 

 立花町 白木川 <0.003　　　 0.08 

 行橋市 長峡川 <0.003　　 <0.05 

平 行橋市 小波瀬川 <0.003 <0.05 

成 行橋市 音無川 <0.003 <0.05 

19 田川市 中元寺川 <0.003 <0.05 

年 飯塚市 穂波川 <0.003 <0.05 

度 嘉麻市 遠賀川 <0.003 <0.05 

 柳川市 塩塚川 <0.003 <0.05 

魚類への予測無影響濃度 0.992　　  0.608 
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１ 農薬流通の動向と安全対策 

【食の安全・地産地消課】 

⑴ 農薬流通の動向 

 平成 22 農薬年度（平成 21 年 10 月～平成

22 年 9 月）の県内の農薬流通量は、6,501ト

ンで前年度に比べ 353 トン（約 5％）減って

います。 

 毒性別内訳では、毒物及び劇物指定の農薬

流通量は、1,544 トンで全体の約 24％を占め

ています。 

⑵ 農薬の安全使用対策 

ア 農薬の登録制度と使用規制 

 農薬は、環境や人畜への安全性を確保する

ため、農薬取締法に基づいた登録が義務付け

られています。さらに、水環境を汚染する恐

れがあるものについては、水質汚濁性農薬に

指定され、その使用が特に厳しく規制されて

います。 

 農薬使用者においても、同法の規定により

農薬ごとに定められている使用基準を遵守し、

適正に使用することが責務となっています。 

イ 農薬安全使用の推進 

 県では、農薬による環境及び人畜魚介類へ

の危被害防止を図るため、農薬使用者や農薬

販売者等を対象に農薬安全使用講習会を開催

するなど、農薬安全使用の周知徹底に努めて

います。 

 また、農作物病害虫の発生状況を的確に把

握し、効果的な防除時期などを情報提供する

とともに、農薬だけに頼らない防除技術の開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発・普及に取り組むなど、効率的な農薬の使

用による環境負荷の低減を進めています。 

 ゴルフ場については、福岡県ゴルフ場農薬

適正使用指導要綱に基づき、関係部局の連携

のもと、農薬使用状況を把握し、適正使用が

徹底されるよう指導しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第８節 その他の課題 
【食の安全・地産地消課、畜産課、教育庁教育企画部施設課】

 
 農薬については、適正使用はもとより、使用量削減など環境負荷軽減のための取組が進め

られています。畜産経営による悪臭や水質汚濁などについては、指導体制の整備や処理施

設の整備などの対策を行っています。また、学校に及ぼす騒音や大気汚染などについては、

国の補助により、校舎の改築などによる対策を行っています。 
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(資料：日本植物防疫協会「農薬要覧2011」)

農薬安全使用講習会の参加者数

871

999963

748
889

0

200

400

600

800

1000

1200

H20 H21 H22 H23 H24 (年度）

（人)

(資料：食の安全・地産地消課調べ)

農薬の流通量

1,705

4,9575,1495,5095,151
4,240

1,544

1,895
1,938

2,144

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H18 H19 H20 H21 H22
（農薬年度）

（トン） 普通物 毒物・劇物

(注)　普通物：毒物・劇物に該当しない農薬を指す通称

(資料：日本植物防疫協会「農薬要覧2011」)

－ 82 － － 83 －



２ 畜産経営環境保全の現状と対策 

【畜産課】 

⑴ 畜産経営における環境問題の現況 

 畜産経営においては、飼養規模の拡大や地

域における混住化の進行、環境問題への関心

の高まり等を背景として、家畜排せつ物によ

る悪臭や水質汚濁といった環境問題が深刻化

しており、経営の存続に関わる事例の発生も

見られます。 

 福岡県における平成 23 年度の畜産経営に

起因する環境問題（苦情）の発生件数は 60

件で、前年と比べて 15 件増加し、九州全体の

件数(56７件)に占める割合は、10.6％となっ

ています。 

 畜種別では、乳用牛 24 件(40.0％)、豚 13

件(21.7％)、採卵鶏 13 件(21.7％)の順で、こ

の 3 畜種で全体の 83.4％を占めています。畜

種別農家戸数当たりの苦情発生率は、豚が最

も高く 21.0％、次いで採卵鶏が 10.9％となっ

ています。 

 発生原因別では、悪臭関連が 61.2％で最も

多く、以下、水質汚濁関連と害虫発生関連が

同じ 13.4％、害虫関連が 12.0％、となってい

ます。 

⑵ 畜産経営における環境保全対策 

 平成 11 年 11 月、家畜排せつ物の野積み、

素掘りといった不適切な処理に起因して発生

物つせ排畜家「、めたるす処対に題問境環るす

の管理の適正化及び利用の促進に関する法

律」が施行され、関係者が一体となって畜産

環境対策に係る施策を推進してきた結果、法

律に基づく管理基準はすべての適用対象農家

において遵守される状況となっています。 

 その一方で、畜産経営の大規模化、地域的

偏在に起因して、生産したたい肥を自らの経

営内で、あるいは地域内や広域流通により有

効利用することが新たな課題となっています。 

 また、平成 17 年 3 月に公表された「環境と

調和のとれた農業生産活動規範」において、

環境と調和した農業生産活動を実行するため

の基本的ポイントが示され、家畜排せつ物の

利活用の推進に努めることとなっています。 

 このような状況の中で、県は「家畜排せつ

物の利用の促進を図るための計画」を策定し、

家畜排せつ物の適切な処理と利用を促進し、

畜産経営による環境問題発生の防止、地域社

会と調和した畜産経営の確立及びたい肥の流

通促進と有効利用を図るため、次のような対

策を講じています。 

ア 指導体制の整備 

 県及び畜産関係団体による畜産経営技術指

導推進委員会（畜産経営環境保全部会）を県

及び農林事務所段階において開催するととも

に、巡回指導、実態調査を行い、環境保全に

関する啓発、畜産経営に起因する環境問題の

発生防止及び地域からの苦情等への適切な対

応を実施しています。 
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イ 家畜排せつ物処理施設の整備 

 悪臭・害虫等の環境問題の発生を防止する

とともに、家畜排せつ物を農作物の生産に欠

かせない良質たい肥として利用する地域資源

の循環利用体制を構築するため、県計画に基

づき家畜排せつ物処理施設機械の整備を推進

しており、これに必要な利用施設機械につい

ては、補助事業、制度資金やリース事業等を

活用した整備を推進しています。 

ウ 環境問題防止対策の推進 

 畜産環境問題の発生防止のため、適正な飼

養管理及び家畜排せつ物処理に関する技術指

導を行うとともに、適正な飼養規模の遵守及

び衛生的な畜舎環境の保持及び生け垣や花卉

植栽等による環境美化の推進を図っています。 

 また、試験研究機関では、耕種農家のニー

ズに即したたい肥生産、悪臭低減、本県畜産

経営の立地条件等に適合した低コストで効率

的な家畜排せつ物処理利用技術の開発とその

普及啓発を行っています。 

 
３ 学校に及ぼす公害の影響 

【教育庁教育企画部施設課】 

⑴ 被害の概況 

 公害（騒音、大気汚染)の被害・影響を受け

ている学校は、騒音 142 校（県下公立学校の

11.4％）、大気汚染 0 校（同 0 ％）です。 

⑵ 対策 

ア 騒音 

 航空機騒音対策は、国土交通省及び防衛省

の騒音防止対策事業として、国の補助により、

校舎の改築、騒音防止装置等の整備を行って

います。 

イ 大気汚染 

 大気汚染地域における学校の校舎改築及び

公害防止工事を国の補助により行っています。 

 
 
 

発 生 源　　　　学　校　数

航 空 機　　　　　 122(8)

自 動 車 等              17

電 （ 列 ） 車 等               3

計 142(8)

発 生 源　　　　学　校　数

工場・事業所のばい煙               0

計                              0

（　）内は内数で、県立学校数

騒　　　　　音

（平成24年 5月 1日現在）

被害の状況

大気汚染

平成23年度ま
でに実施済の
学校

今後必要
と思われ
る学校

計

県 立 1 0 1

市町村立 32 4 36

県 立 1 0 1

市町村立 34 3 37

県 立 6 0 6

市町村立 39 2 41

県 立 8 0 8

市町村立 105 9 114

航空基地等周辺における学校防音改築工事実施状況

区　　　分

計

築城基地

芦屋基地

福岡空港

公害の被害の状況

（平成24年5月1日現在）

（平成24年5月1日現在）

航空基地等周辺における学校防音改築工事実施状況
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